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「ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方」答申（案）に対する当社の考え方 

１．ブロードバンド普及促進のための環境整備の在り方について（総論） 

・ 情報通信市場は、技術のイノベーションが非常に早く、モバイル化、ブロードバンド化が大きく進展し、同

時にサービスやプレイヤーのグローバル化が急激に進むなど、大きなパラダイム変化が進展していま

す。 

例えば、固定市場においては、１２年前、ＤＳＬ事業者が最大１．５Ｍｂｐｓのインターネット接続サービス

を開始しましたが、その後、当社や電力系事業者、ＣＡＴＶ事業者との間で熾烈な設備競争を展開し、今

では、ＫＤＤＩ殿も含め、最大１００Ｍｂｐｓを超える超高速ブロードバンドサービスが主流となる等、我が国

のブロードバンド環境（エリアカバー、利用、速度、料金）は世界最高水準となっています。 

また、モバイル市場においても、過去１０年間で、最大３８４Ｋｂｐｓ（当初）の通信が可能な３Ｇユーザ数

は１０万から１．２億へと拡大し、固定に比べて４倍ものユーザが、既に、インターネットへアクセスできる

環境にあります。さらに、ＷｉＭＡＸやＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォンの爆発的な普及拡大

に伴い、モバイルにおいても超高速ブロードバンド化が急速に進展してきており、固定市場とモバイル

市場の垣根はなくなってきています。 

加えて、従来の電気通信事業者以外、すなわち端末やコンテンツ・アプリケーションを提供する国内外

のハード・ソフトベンダーが自在に通信サービス（電話、メール等）を提供しており、こうした通信をアプリ

ケーションとして提供するプロバイダは、海外からも日本国内におけるサービス提供を行っています。 

・ このように、固定とモバイルのブロードバンド化、プレイヤーの多様化、市場のグローバル化といった市

場環境・競争環境のパラダイムシフトにより、ユーザの選択肢が国内の通信事業者だけでなく、海外の

プロバイダが提供する通信サービスまで非常に多様化し、ユーザはその多様なサービスを個々の必要

に応じて自由自在に使いこなしており、サービスを提供する通信事業者が当初ＮＴＴ１社しかなく、アプリ

ケーションも音声通信しかなかった電話時代とは大きく状況が異なっています。 

このような状況にありながら、わが国のＩＰ・ブロードバンド市場においては、当社をはじめとするＮＴＴグ

ループに対して、依然として、電話時代を前提とした指定電気通信設備規制や禁止行為規制といった非

対称規制が課されていますが、こうした規制は、ユーザの利便性を損ねるとともに、更なるＩＰ・ブロード

バンドサービスの普及拡大、ひいてはＩＣＴ利活用の促進や日本の国際競争力の向上に障害となると考

えます。 

・ しかしながら、今回の答申案にはこうした市場環境や競争環境の変化は踏まえられておらず、答申案に

至る検討においても、依然として固定とモバイルを分けた議論がなされ、また、モバイルに比べて既に

小さくなった市場の固定に対して、電話時代の競争ルールを踏襲した考え方を基本に検討されており、

現実の市場やユーザ動向と、固定中心の政策手段との間にミスマッチが生じています。

別紙 
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本答申案のタイトルにあるとおり、「ブロードバンド普及促進」を図るためには、通信事業者のネットワー

クのみならずＩＣＴ利活用やコンテンツ・アプリケーションサービスまで含めて、情報通信市場全体を俯瞰

した議論がなされるべきであり、当社も含めた全てのプレイヤーが他のプレイヤーと自由にコラボレー

ション等を可能とする等により、新たなビジネスの創出を促し、多様で低廉なサービスを迅速に提供でき

る環境を整備するといった視点で検討を進めることが重要であると考えます。こうした、原則自由なマー

ケットにおいてこそ、競争を通じてイノベーションが起こり、新たなサービスが創造され、ユーザ利便が

向上すると考えます。 

したがって、過去の延長線で今後の競争政策を決定するのではなく、市場環境や競争環境の変化をしっ

かりと踏まえ、電話時代を前提とした指定電気通信設備規制や禁止行為規制を見直し、ＩＰ・ブロードバン

ドへの規制は最小限のものに留めるといった政策転換を図っていただきたいと考えます。 

２．電話網からＩＰ網への円滑な移行に向けて 

（１）ＰＳＴＮマイグレーションについて 

・ ＰＳＴＮマイグレーションについては、２０１０年１１月にＮＴＴ東西にて概括的展望を公表し、概ね１０年後

の２０２０年からコアネットワークのＩＰ網への移行を開始し、２０２５年頃に完了する考え方を示しました。 

・ マイグレーションによるＰＳＴＮの移行先は、当社のＮＧＮに限られるものではなく、移行先となるＩＰ網は、

携帯電話も含めた各事業者との競争とお客様の選択の結果として決まるものと考えています。また、ＩＰ

網は、電話交換機に比べて安価なルータやサーバにより、既に各事業者は自由に構築しサービスを提

供しており、ＮＧＮはそうした多様なＩＰ網の一つに過ぎず、必ずしもＰＳＴＮの移行先の基幹的なコア網と

なるわけではありません。 

・ 電話サービスについても、以前はＮＴＴのＰＳＴＮが電話時代につくられた唯一のコアネットワークであっ

たため、それを利用してサービスを提供することを前提とした競争ルールとなっており、競争は料金競争

が中心でした。しかし現在は、携帯電話は１．２億ユーザまで拡大し、固定電話サービス自体が減少の

一途をたどり、その電話サービスもブロードバンドサービスのアプリケーションの１つとして、各事業者

は自ら構築したＩＰ網の上でサービスを提供しています。さらに、独自のネットワークすら持たず、インタ

ーネット上で多様な電話サービスを提供するアプリケーションプロバイダも存在しています。 

・ このように、現在の競争は、当社のＮＧＮに依存することなく、自らが構築したＩＰ網でお客様を獲得する

サービス・料金競争へ構造が大きく変化しており、電話サービスを提供するために当社の電話網を借り

ることが前提であった時代とは構造が全く異なります。 

・ 当社としては、ＩＰ網同士の接続を実現するために必要な機能の追加やＩＰ-ＰＯＩの増設に対応していく考

えですが、上位レイヤを含めたエンドエンドのサービス競争へと市場構造が転換したオールＩＰ化時代に

おいては、通信レイヤに閉じたマイラインやＧＣ接続等の電話時代の競争ルールは、必要性が乏しいと

考えられるため、ＮＧＮに持ち込むべきではないと考えます。
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（２）アクセス回線のメタルから光への移行について 

・ アクセス回線については、引き続きサービスの創造やＩＣＴの利活用等を促進することにより需要を喚起

し、メタルアクセスから光アクセスへのマイグレーションを進め、光アクセスの普及を進めていく考えで

すが、これまでのメタル電話の減少傾向やユーザニーズの動向を踏まえると、ＰＳＴＮマイグレーション

を開始する２０２０年代初頭においては、未だ１，０００万回線から２，０００万回線程度残ることが現時点

では見込まれます。 

これらのメタルアクセスについて、膨大なコストをかけて光への強制移行を図るよりも、ＰＳＴＮマイグレ

ーション時においては、メタル回線上でＩＰ技術を使った音声通信を提供することが現実的と考えます。諸

外国におけるＰＳＴＮマイグレーションの動向を見ても、アクセス回線はメタルと光が並存しているのが

現状です。 

したがって、ＰＳＴＮマイグレーション時においても、当面、接続事業者は当社のメタル回線を利用したＤ

ＳＬサービスの提供は可能であり、現時点ですべてが光化されることを前提とした議論は不必要と考え

ます。  

（３）利用者対応について 

・ 概括的展望において、ＰＳＴＮマイグレーションの背景・目的、維持・廃止されるサービスや現時点で見通

せる移行のスケジュールをお示ししましたが、当社としては、円滑な移行を図っていくために、お客様対

応にあたっては、お客様の利用動向を踏まえ、必要に応じて代替サービスの提案・開発を行うとともに、

十分な周知期間を取ることにより、極力お客様にご迷惑をおかけしないように責任をもって進めて行く考

えです。 

（４）事業者対応について 

・ ＰＳＴＮマイグレーションにおける相互接続に関する課題については、既にＮＴＴ東西と関係事業者との意

識合わせの場を設けて、具体的な議論・検討を行っております。 

今から１５年前（１９９５年頃）に、現在の光ブロードバンドの普及やスマートフォンの拡大を見通すことが

できなかったことと同様に、現時点で、ＰＳＴＮマイグレーションが完了する約１５年後の技術動向・市場

動向を見通すことは困難であり、早急に結論を出すことはできず、またすべきではありません。まずは、

事業者間での自主的な議論・検討に委ねるべきと考えます。 
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３．ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

（１）ＮＧＮのオープン化・アンバンドルについて 

・ 通信事業者が当初ＮＴＴ１社しかなく、サービスも音声通信しかなかったＰＳＴＮと異なり、ＩＰ網は、最初か

ら多数の事業者が当社に依存することなく自ら構築しております。また光アクセスも低廉な水準でアンバ

ンドル提供しており、他事業者は、このアンバンドルされたアクセス又は自ら構築したアクセスと、自ら構

築したネットワークを組み合わせて、エンドエンドでお客様にサービス提供しています。 

このように、自ら構築したネットワークと、自ら構築したアクセス又はアンバンドルされたアクセスを組み

合わせて、お客様にサービス提供しているという点では、当社のＮＧＮと他事業者のＩＰ網には何ら違い

はないことから、当社のＮＧＮだけをアクセスと一体であることを理由に指定電気通信設備としているこ

とには合理性がないと考えます。 

・ また、ＩＰ網は、委員会での議論の中で委員からの指摘にもあったように、固定でも移動でも、各事業者

が自由に構築し、既に全国展開されており、ＡＤＳＬを含むＩＰ・ブロードバンドユーザ数は、ＮＴＴ東西の

約２，０００万に対して、他事業者合計では約１億４千万もあり、ＮＴＴ東西のシェアは約１／８に過ぎませ

ん。 

さらに、固定だけでみても、ほぼ１００％ＮＴＴの電話交換機を経由せざるをえなかった時代の電話網と

は異なり、ＩＰ網の場合、ＮＴＴ東西のＩＰ網を経由することなくブロードバンドサービスを利用できるユーザ

は約１，６００万程度いることから、当社のＮＧＮにボトルネック性はなく、市場支配的でもないと考えま

す。 

・ このように、市場構造は指定設備規制が導入された１９９７年以降の１０数年間で全く様相が一変してお

り、また、ＮＧＮが指定電気通信設備とされた２００８年と比べても、移動のブロードバンド化、プレイヤー

の多様化、市場のグローバル化といった市場環境・競争環境のパラダイムシフトが大きく進んでいます。

電話時代の考え方を踏襲してＮＧＮを指定電気通信設備と整理していることや、そのアンバンドル化の

促進を図る政策議論を行っていること自体、市場や競争の実態が的確に反映されていないと考えます。 

・ 諸外国においても、ＮＧＮを含めＩＰ網を規制している例はありません。 

・ したがって、ＮＧＮのオープン化・アンバンドルについては、当社に対する一方的な規制に基づき行うの

ではなく、同じＩＰ網同士の接続として、事業者間の双務的な関係に基づく協議に委ねていただきたいと

考えます。 

（２）アクセス回線におけるサービス競争 

①ＧＣ接続類似機能の導入について 

・ 接続事業者から提案されたＧＣ接続類似機能等については、現在、分岐単位の接続料設定の議論と合

わせて、接続委員会において議論されていますが、ＧＣ接続類似機能等を含め分岐単位での貸し出し

（ＯＳＵ共用）という接続形態については、これまで再三申し上げてきたとおり、サービスの進化・発展を

妨げサービス競争を阻害するものであり、また、サービス品質の確保や迅速な故障復旧等の障害とな

るといった極めて重大な問題があることから、当社として実施する考えはありません。 
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同様の考え方に基づき、既に当社のシェアドアクセス方式を利用しているＫＤＤＩ殿は、他の事業者との

ＯＳＵ共用を否定しています。このように、当社を含め、ＯＳＵを専用して使用したいという事業者に対し

て、他の事業者とのＯＳＵ共用を強制することはできないし、すべきではないと考えます。 

なお、共用を希望する事業者間でＯＳＵを共用することについては、何ら否定するものではありません。 

・ 分岐単位の接続料を設定することは、ＯＳＵを事業者間で共用して１芯を利用している場合であれ、ＯＳ

Ｕを専用して１芯を利用している場合であれ、１芯を専用しているにもかかわらず、その専用に伴うコス

トを負担しなくてもよい仕組みとなるため、 

① 当社設備構築部門が、借りる側の営業の結果に伴って発生するリスクを負担することになること、 

② 自ら設備を構築して投資リスクを負いながら営業している当社以外の設備構築事業者と、分岐端末

回線単位の接続料で借りるだけのサービス提供事業者とのリスクのとり方のバランスも欠くこと、 

③ サービス提供事業者が１芯をより有効に使うモチベーションを削ぎ、モラルハザード的な利用を助長

し、無駄な投資が増えること、 

といった問題があると考えており、当社として実施する考えはありません。 

・ そもそも、現在の光ファイバ接続料は既に低廉化しており、２～３ユーザを獲得すればＡＤＳＬ並みの料

金が実現可能です。現に、当社の光ファイバを利用するＫＤＤＩ殿は、自ら営業リスクを取って全国的に事

業拡大しており、「弊社は設備の利用効率を高めてユーザあたりのコストを下げ、８分岐単位の利用で

競争が可能となるよう企業努力を重ねています」とご主張されていることからすれば、１芯あたりユーザ

は相当程度獲得されているものと想定されます。また、シェアをみても、ＫＤＤＩ殿が参入された宮城県で

は、他事業者の純増シェアが大きく伸張しています。したがって、光サービス市場に参入するか否かは、

ＮＧＮのアンバンドルの有無や接続料の水準ではなく、経営の意思の問題であると考えます。 

・ 加えて、前述のとおり、ＰＳＴＮマイグレーション時においてもメタルアクセスは残り、光とメタルが並存す

ると想定され、ＤＳＬ事業者は、ＤＳＬの顧客基盤を用いて、ＫＤＤＩ殿と同様に当社から１芯を借りてＦＴＴ

Ｈサービスを提供することや、引き続きメタルアクセスを利用してＤＳＬサービスを提供することも可能で

あることから、分岐単位接続料の設定等の新たなメニュー提供の必要性はないものと考えます。 

なお、今後、需要が疎なエリアにおける光配線区画については、下記の観点から、検討していく考えで

す。 

 

（参考）既存の光配線区画よりもカバーエリアが広い配線区画を設定する場合の留意点 

① 主端末回線の数は少なくて済むものの、局外スプリッタからお客様宅までの距離が一般には長くなる

ことから、分岐端末回線の料金は高くなる可能性が高いこと。 

② 既存の光配線区画を跨って配線する等、既存の光ファイバケーブルを利用できない場合は、開通納

期も長くなる場合があること。 

③ 本格運用に向けては、システム改造が必要となること。 
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（３）プラットフォーム機能のオープン化 

・ インターネット上では既に、ＧｏｏｇｌｅやＡｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎといったグローバルプレイヤーや、国内におい

ても例えばモバゲー、グリーといったゲーム配信プロバイダ等をはじめとして、多様なプレイヤーが自ら

課金・認証等のプラットフォーム機能を用意して、多種多彩なコンテンツ・アプリケーションサービスを提

供しています。 

・ こうした中、プラットフォーム機能については、これまで再三申し上げてきたとおり、他事業者から具体的

な接続要望もないのが実情です。 

・ 通信プラットフォーム機能を用いてお客様ニーズに即した多種多様なサービスを提供し、お客様利便の

向上を図るためには、まずは、要望される事業者が、どのようなサービスを提供するのか、そのために

はどういった接続形態でどのような機能が必要なのか等、要望内容を具体化していただくことが必要と

考えており、ただ漠然と「帯域制御機能」や「優先制御機能」等のアンバンドル化を要望されても、どのよ

うな機能をどのように提供すればよいかもわからず、具体的な検討を進めることはできません。 

・ したがって、プラットフォーム機能の実現については、事業者から具体的な要望をいただき、事業者間で

よく話し合った上で、できる限り早期かつ低廉に実現できる方法で対応していくといった進め方が現実的

な方法であると考えます。 

・ なお、当社では、従前より、コンテンツ・アプリケーション事業者とアライアンスを進めてきており、当該事

業者からの個別具体的な要望に基づき、認証機能や課金機能、映像配信機能といったサービスを提供

しているところであり、引き続き、コンテンツ・アプリケーション事業者と具体的なサービス提供に向けよく

話し合いながら、お客様にとって使い易いサービス提供に努めていく考えです。 

（４）公正競争レビューについて 

・ 今回の答申案に記された公正競争レビュー制度については、「料金の低廉化や市場シェア等の動向」等

について検証を行う内容とされていますが、「光の道」はＦＴＴＨだけでなく、ＣＡＴＶや無線も含めて実現

されるものであり、市場環境や競争環境の変化も踏まえ、「料金の低廉化や市場シェア等の動向」の検

証にあたっては、これらブロードバンドサービスを実現する全てのサービスを対象とすべきであると考え

ます。 

・ また、「料金の低廉化」の検証にあたっては、光ファイバ接続料等の規制料金や固定電話・携帯電話のＡ

ＲＰＵ等の電気通信役務の料金のみを対象とせず、利用者がブロードバンドサービスを介して利用する、

コンテンツ・アプリケーション等のサービスの料金までも対象とし、情報通信市場全体に渡って総合的な

見地から検証すべきであると考えます。 

・ さらに、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、無線等のブロードバンドサービスそれぞれの参入・普及が進んでいる、あるい

は、進んでいないといった要因については、競争環境の整備という視点だけではなく、各事業者の事業

戦略や参入意欲の問題まで含め多角的に分析するとともに、他の先進諸国における利活用促進に向け

た取組状況を参考に、医療・教育・行政等の分野での公的アプリケーションをはじめとして、利活用促進

の観点から必要なアプリケーションが開発・導入されたのか、また、通信事業者だけでなく、政府、端末

メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイダ、ＩＳＰ等がそれぞれどのような役割を果たし利活用促進

に貢献したのかといった点について、検証を行うべきであると考えます。 

なお、個別の論点に関する当社意見は以下のとおりです。
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第２章 総論(ネットワークの在り方等)  

１ コア網の PSTN から IP 網への移行に伴う今後のネットワークの在り方 (１) 今後のネットワークの在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

現在、NTT 東西の PSTN は、基本サービス、

競争基盤及びハブ機能の提供を通じ、ほぼ

すべての利用者及び事業者にとって不可欠

な基本的役割を担っている。 

（中略） 

NTT 東西は「概括的展望」において PSTN か

ら IP 網への移行につき責任を持って進めて

いくとの考えを表明しているが、その際、基

本サービスの継続的提供を担保する基盤と

して、NGN の利用が想定されていると考えら

れる。こうした点から、NTT 東西の NGN は、

多様なサービスを効率的かつ安定的に提供

することが可能な基幹的なコア網としての役

割が期待されていると考えられる。 

NGN に期待されている役割を踏まえ、NTT

東西による PSTN から IP 網（現時点では

NGN を想定）への円滑な移行を実現していく

ためには、今後、NGN が PSTN の基本的役

割の多くを受け継いでいくとの考えに立つこ

とが必要であり、その上で、公正競争環境の

整備等の観点から生じる種々の課題につい

て中長期的なスパンで速やかに検討してい

くことが有益と考えられる。 

・ 冒頭申し上げたとおり、ＰＳＴＮマイグレーションについては、２０１０年１１月にＮＴＴ東西に

て概括的展望を公表し、概ね１０年後の２０２０年からコアネットワークのＩＰ網への移行を

開始し、２０２５年頃に完了する考え方を示しました。 

・ マイグレーションによるＰＳＴＮの移行先は、当社のＮＧＮに限られるものではなく、移行先

となるＩＰ網は、携帯電話も含めた各事業者との競争とお客様の選択の結果として決まるも

のと考えています。また、ＩＰ網は、電話交換機に比べて安価なルータやサーバにより、既

に各事業者は自由に構築しサービスを提供しており、ＮＧＮはそうした多様なＩＰ網の一つ

に過ぎず、必ずしもＰＳＴＮの移行先の基幹的なコア網となるわけではありません。 

・ 電話サービスについても、以前はＮＴＴのＰＳＴＮが電話時代につくられた唯一のコアネット

ワークであったため、競争は、当社の固定電話サービスとＮＴＴのＰＳＴＮを利用する中継

事業者との料金競争が中心でした。しかし現在は、携帯電話は１．２億ユーザまで拡大し、

固定電話サービス自体が減少の一途をたどり、その電話サービスもブロードバンドサービ

スのアプリケーションの１つとして、各事業者は自ら構築したＩＰ網の上でサービスを提供し

ています。さらに、独自のネットワークすら持たず、インターネット上で多様な電話サービス

を提供するアプリケーションプロバイダも存在しています。 

・ このように現在の競争は、当社のＮＧＮに依存することなく、自らが構築したＩＰ網でお客様

を獲得するサービス・料金競争へ構造が大きく変化しており、電話サービスを提供するた

めに当社の電話網を借りることが前提であった時代とは構造が全く異なります。 

・ したがって、「NTT 東西の NGN は、多様なサービスを効率的かつ安定的に提供することが

可能な基幹的なコア網としての役割が期待」「今後、NGN が PSTN の基本的役割の多くを

受け継いでいくとの考えに立つことが必要」といった電話時代の考え方を最優先して検討

を進めることは適切ではないと考えます。各事業者が自らＩＰ網を構築するオールＩＰ化時

代において、各事業者が自由にＩＰ網の持つ発展性・柔軟性を活用して、魅力的なサービ

スを提供できるように、真に必要となる機能はどのようなものか、また、誰が主体となって、

どのように実現することが最適なのかといったことについて、検討すべきであって、当社と

してもこれから関係事業者間でよく話し合って進めていくとともに、お客様にご迷惑をおか

けしないよう、必要な検討を行っていく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第２章 総論(ネットワークの在り方等)  

１ コア網の PSTN から IP 網への移行に伴う今後のネットワークの在り方 (２) 検討の基本的視座 
答申案 当社意見 

PSTN から IP 網への円滑な移行を確保するためには、PSTN と NGN

が併存する「移行期」のそれぞれにおいて、関連する制度、技術、利

用者対応等に係る課題を重層的に解決していくことが求められる。 

その際、多種多様な課題が生じると想定されるが、（中略）当該課題の

「横串」となるような基本的な視座を関係者が共有し、課題の解決に際

して参照していくことが有益と考えられる。 

以下、本委員会における審議を踏まえ、3 つの基本的視座を提示する

ものである。 

 

① 「継続性」 

NTT東西のPSTNが提供してきたサービスの社会的・経済的な重要性

を踏まえれば、IP 網への移行後も、利用者が過度の追加的負担なく、

可能な限り現在の利用形態を維持できるようにするための環境づくり

が求められる。 

また、これまで PSTN 上で競争的サービスを提供してきた事業者に対

しても、サービス競争の促進の観点から必要と考えられる範囲で、そ

の実現にかかるコスト面にも配慮しつつ、NGN 上においても公正競争

環境を確保していくことが求められる。また、我が国のネットワーク全

体の効率化を実現し、中小事業者を含む競争事業者の IP 網への移

行及びそれによる利用者利便の向上を促進する観点からは、少なくと

も移行期においては、NGN が一定のハブ機能を担っていくことも考え

られる。 

 

 

 

 

 

・ 答申案では、３つの基本的視座が挙げられておりますが、ＰＳＴ

ＮからＩＰ網への円滑な移行を促すためには、その対応に係るコ

ストを極小化し、利用者及び通信事業者の負担を可能な限り抑

えることが重要であることから、「経済合理性」の観点も基本的

視座の一つとして付け加えることが望ましいと考えます。 
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② 「予見性・透明性」 

NTT 東西の PSTN が現在果たしている基本的役割に照らせば、NTT

東西は IP 網への移行に関する具体的計画について、関係する利用者

や事業者に対し、明瞭かつ早期に呈示することが求められる。これに

より、利用者が一定の予見性に基づいて自主的に移行することが可

能となり、最終的な移行段階（NTT 東西の計画によれば 2020 年頃～

2025 年頃）における混乱が極力回避されるとともに、関係事業者にお

いても、協議を通じ、IP 網間接続や番号ポータビリティといった種々の

課題の迅速な解決が図られるようになり、移行の円滑化が進展してい

くことが期待される。 

③ 「発展性・柔軟性」 

円滑な移行を図る観点からは、今後、NGN における公正競争ルール

が整備されることを前提として、IP 網ならではの特質（品質保証、利

用者認証等）を活かした魅力的なサービスが提供されることにより、既

存のサービスを円滑な形で代替していくことも重要となる。このため、

ICT 利活用を促進する観点からも、ネットワークの適切なオープン化

を通じて、上位レイヤ（コンテンツ・アプリケーション等）を含む多様な事

業者の参加を促す柔軟な環境を実現していくことも有効である。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第２章 総論(ネットワークの在り方等)  

１ コア網の PSTN から IP 網への移行に伴う今後のネットワークの在り方 (３) その他の関連ネットワークの移行が与

える影響 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

①アクセス回線の移行に係るスケジュール 

（中略） 

今般のコア網の IP 網への移行は、電気通信サービスの利用環境や

競争環境全般に影響を及ぼしうるものであり、利用者及び事業者との

関係で、移行計画について可能な限り予見性・透明性を確保していく

ことが求められるため、アクセス回線の光化に係るスケジュールの明

確化が課題となる。 

アクセス回線のメタルから光への移行は、コア網の PSTN から IP 網

への移行に比して、実際の移行に伴う課題の性質が異なり、巻き取り

の年限が長いと想定されるため、コア網のように現時点で移行計画を

明確に示すことが難しいという指摘がある。 

他方、これまで NGN と加入光ファイバ回線は一体として設置され連携

して機能しており、NTT 東西がコア網を移行させる過程で、アクセス

回線の光化が進展すると見込まれることを踏まえれば、アクセス回線

の移行スケジュールを示すことはある程度可能であり、移行の予見性

を高める上で必要であると考えられる。 

以上から、アクセス回線の加入光ファイバ回線への移行について、関

係者が一定のスケジュールを可能な限り早期に共有した上で、移行の

円滑化に向けた様々な方策について検討していくことが適当である。 

 

 

 

 

 

 

①アクセス回線の移行に係るスケジュール 

・ 冒頭申し上げたとおり、アクセス回線については、引き続きサー

ビスの創造やＩＣＴの利活用等を促進することにより需要を喚起

し、メタルアクセスから光アクセスへのマイグレーションを進め、

光アクセスの普及を進めていく考えですが、これまでのメタル電

話の減少傾向やユーザニーズの動向を踏まえると、ＰＳＴＮマイ

グレーションを実施する２０２０年代初頭においては、未だ１，００

０万回線から２，０００万回線程度残ることが現時点では見込ま

れます。 

これらのメタルアクセスについて、膨大なコストをかけて光への

強制移行を図るよりも、ＰＳＴＮマイグレーション時においては、メ

タル回線上でＩＰ技術を使った音声通信を提供することが現実的

と考えます。諸外国におけるＰＳＴＮマイグレーションの動向を見

ても、アクセス回線はメタルと光が並存しているのが現状です。 

したがって、ＰＳＴＮマイグレーション時においても、当面、接続事

業者は当社のメタル回線を利用したＤＳＬサービスの提供は可

能であり、現時点ですべてが光化されることを前提とした議論は

不必要と考えます。  
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②モバイル通信の普及が IP 網への移行に与える影響 

モバイル通信の普及により、固定ブロードバンドサービスの一部を代

替する環境が整備されつつあると指摘されており、現に、一般世帯に

おいて、若年層を中心に、携帯電話の普及に伴い固定電話を持たな

い割合が増加しつつあるほか、法人においても、ISDN 回線を利用し

たデータ通信サービス（例：非接触型 IC カード決済）の一部をモバイ

ル回線で代替するといった動きがみられる。 

他方、スマートフォンに代表されるモバイル通信の大容量化に伴い、

回線容量が不足するおそれから、固定ブロードバンド回線へのオフロ

ード等が検討されていること、モバイル通信は固定通信と比較して震

災時等の輻輳対応が課題となっていること等、新たな課題への対応が

求められる状況にあり、その進展具合によっては、IP 網への移行を

含む利用環境に与える影響も大きく変わりうる。 

以上から、今後、モバイル通信の利用動向等の変化が固定市場にお

ける競争環境や代替サービスの在り方等に与える影響について、間

断なく、精緻に分析していくことが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②モバイル通信の普及が IP 網への移行に与える影響 

・ 冒頭申し上げたとおり、モバイル市場においても、過去１０年間

で、最大３８４Ｋｂｐｓ（当初）の通信が可能な３Ｇユーザ数は１０

万から１．２億へと拡大し、固定に比べて４倍ものユーザが、既

に、インターネットへアクセスできる環境にあります。さらに、Ｗｉ

ＭＡＸやＬＴＥが商用化されるとともに、スマートフォンの爆発的な

普及拡大に伴い、モバイルにおいても超高速ブロードバンド化

が急速に進展してきており、固定市場とモバイル市場の垣根は

なくなってきています。 

・ 上記を踏まえ、今後は、固定ブロードバンド市場に限定せず、モ

バイル市場を含めたブロードバンド市場全体の競争環境の検証

を行った上で、ＮＧＮのオープン化の在り方についても検討する

ことが必要と考えます。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第２章 総論(ネットワークの在り方等)  

２ NTT 東西の「概括的展望」 
答申案 当社意見 

（３） 考え方 

PSTN の IP 網への円滑な移行を早期に実現することが重要であり、

関係者が必要な対策を前倒しで行っていくことが望ましい。そのため、

「概括的展望」の全体像に関し、（中略）今後も、適時適切なタイミング

で NTT 東西より更なる情報開示が行われることが適当である。 

また、移行スケジュールの妥当性を判断するにあたっては、（中略）各

サービスに関しいつまでに何をすべきかについて、可能な限り明確化

が図られるようにすることが求められる。 

この点について、NTT 東西が示している移行計画は、（中略）一定の

妥当性が認められる。しかしながら、現時点では各サービスの廃止時

期等の詳細が明らかになっていないなど、関係者が実際に移行する

上で十分な計画とはなっていない。また、今後の技術動向や市場環境

の変化によっては計画自体が見直される可能性もある。 

以上から、NTT 東西においては、現在の計画について継続的な検証

を行うとともに、必要に応じて見直しを行っていくことが適当と考えられ

る。 

なお、移行の円滑化を図る観点からは、（中略）代替サービス等に自

主的に移行する環境に対する利用者や事業者の予見性・透明性を確

保していくことが求められる。 

 

・ 当社は、昨年１１月に概括的展望を公表し、 

① ＩＰ系サービスへの需要のシフト及びＰＳＴＮ交換機の寿

命等を勘案し、概ね１０年後の２０２０年頃から、ＰＳＴＮ

からＩＰ網へのマイグレーションを開始し、２０２５年頃に

完了 

② ＰＳＴＮからＩＰ網へのマイグレーションにあたり、一部提

供を終了するサービスがある。概ね１０年前の現時点に

おいてその内容を公表し、お客様への十分な周知期間

を取った上で、お客様対応を実施 

③ 現在ＰＳＴＮ交換機を介して接続しているＩＰ電話のＩＰ網

同士の接続の実現等に向け、多数の関係事業者間で意

識合わせを行なう 

 ことについて、お示しいたしました。 

・ 当社としては、今後とも、移行計画の詳細が決定次第、公表す

るとともに、計画自体を見直すような場合には、見直し内容を速

やかに公表し、お客様や事業者の予見性・透明性を確保してい

くことにより、円滑なマイグレーションを推進していく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第３章 利用者対応  

１ 円滑な移行に向けた取組 
答申案 当社意見 

（３）考え方 

 IP 網への移行は、多数の既存サービス利用者に影響を与えるため、

円滑な移行を実現する観点から、可能な限り早期から利用者周知を

行っていくことが有効である。（中略） 

 周知の内容については、個別のサービスの廃止時期や代替サービ

スの提供条件等、利用者が移行を行う上で必要と考えられる情報に

ついて、公表可能となった段階から、順次、提供していくことが求めら

れる。よって、その前提として、IP 網への移行後も維持されるサービ

スや廃止されるサービスを代替するサービスが、利用者にとって低廉

でより良いものであるように努めていくことが求められる。 

 また、（中略）代替サービスへの移行によりサービスがより良いもの

となるという面についても利用者から十分な理解を得ることが、利用者

の積極的移行を促進する観点から有効である。そうした意味で、利用

者が実際に移行に向けた行動を起こすため、利用者に対し、あらかじ

め代替サービスや低廉な端末等に関する情報が開示され、それらを

選択できる環境を整えていくことが求められる。 

 このように、IP 網への移行の円滑化の観点からは、単なる移行計画

の周知に加えて、具体的な移行対策を早期に策定し、着実に実施して

いくことが不可欠である。 

 

・ 概括的展望において、ＰＳＴＮマイグレーションの背景・目的、維

持・廃止されるサービスや現時点で見通せる移行のスケジュー

ルをお示ししましたが、当社としては、円滑な移行を図っていくた

めに、お客様対応にあたっては、お客様の利用動向を踏まえ、

必要に応じて代替サービスの提案・開発を行うとともに、十分な

周知期間を取ることにより、極力お客様にご迷惑をおかけしない

ように責任をもって進めて行く考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第３章 利用者対応  

２ 維持・廃止されるサービスの分類の妥当性 
答申案 当社意見 

（３）考え方 

NTT 東西は、加入電話や緊急通報等の社会的需要が高いサービス

については、移行後も提供を継続する一方、契約数の減少や関連機

器の装置寿命を迎えるサービスについては、代替サービスの提供を

視野に入れつつ、順次廃止するとしている。 

（中略）このように、複合的な要因を踏まえた上でサービス分類が行わ

れることについては、一定の合理性が認められるといえることから、こ

れを直ちに見直すべきとまではいえないものと考えられる。 

他方、今後の利用動向等によっては、現時点のサービス分類につい

て、見直しを行う必要性が生じる可能性がある。（中略）したがって、各

サービスについて、社会的役割や利用実態等を定点的に把握するこ

とにより、必要に応じて分類の見直しを行う可能性も残しつつ、検証を

続けていくことが求められる。 

なお、移行に係るサービス分類が客観的なデータや具体的な利用実

態に基づいて行われることが、移行に際しての利用者の理解の得や

すさにつながると考えられることから、NTT 東西は、分類の基となる

考え方について、引き続き、可能な限り公表していくことが求められ

る。 

 

・ ＰＳＴＮで提供している基本的なサービス、具体的には既にひか

り電話で提供済みのサービスや今後も一定の需要が見込める

サービスについては、ＰＳＴＮマイグレーション後も継続して提供

する予定です。 

・ 廃止予定のサービスのうち、ＩＮＳネットは、４００万回線以上残っ

ておりますが、これは、ＩＰ網での提供が困難であるため、ＰＳＴＮ

マイグレーションに合わせて廃止するものです。それ以外のサ

ービスについては、基本的に需要の減少が見込まれるものであ

るため、マイグレーションを契機に提供を終了していくこととした

ものです。 

・ また、需要の減少が見込まれるものの中で、交換機の寿命より

前に個別のサービスを提供するために必要な装置の寿命が到

来するサービスについては、逐次提供を終了することとしており

ます。 

・ 当社としては、上記の考え方に基づき、お客様への対応を実施

していく考えであり、現時点では上記の分類の見直しは考えて

おりません。 

・ いずれにしても、当社としては、今後サービスの終了や新規販

売停止にあたっては、先般、ヒアリングで申し上げたように、具

体的な利用実態等を踏まえて、終了する背景となる考え方等に

ついて、お客様のご理解を得られるように丁寧にご説明していく

考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第３章 利用者対応  

３ 各サービスに係る課題 (１) 移行後も維持されるサービスに係る課題 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

公衆電話をはじめとして、NTT 東西が IP 網への移行後も提供を維持

するとしているサービスは、需要が大きく、社会的重要性が高いもの

が多いことから、移行の円滑化を図る観点から、その提供条件につい

ても、一定の継続性を確保していくことが望ましい。 

この点について、基本的サービスの IP 系サービスへの移行の事例と

して、加入電話から 0AB-JIP 電話への移行があり、当該移行が着実

に進展している背景として、移行先サービスの料金の低廉性やサービ

ス品質への信頼性、現在の電話番号や機器の継続利用可能性といっ

た点が指摘されている。 

こうした点も踏まえ、移行の円滑化を図っていく観点から、NTT 東西

は、IP 網への移行後も維持されるサービスが、その主要な提供条件

に照らし、利用者に利用しやすいものにするように努めるとともに、移

行計画の具体化に際し、当該提供条件を可能な限り分かりやすい形

で提示していくことが求められると考えられる。 
（参考） 停電時の局給電 

現在の PSTN を利用する固定端末（例：アナログ電話端末、公衆電

話）においては、停電時にも通信に必要な電力が NTT のアクセス回

線を通じてネットワーク側から供給されるため（局給電）、一定時間内

の通話が可能である一方、NGN で光アクセスを利用する固定端末

（例：ひかり電話端末）においては通話ができない場合がある。 

（中略） 

東日本大震災時は NTT 局舎のバッテリーが枯渇したこと等も踏ま

え、まずは、緊急時における局給電の利用可能性や実運用上の課題

といった実態を把握する必要がある。また、多くの利用者は、自らの端

末について、緊急時において局給電による通話が可能かどうか、可能

とするためにどのような対策を講ずべきかについて、認知していない

・ 当社としては、円滑な移行を図る観点から、 ＩＰ網への移行後も

維持されるサービスが、その主要な提供条件に照らし、利用者

に利用しやすいものにするように努めるとともに、移行計画の具

体化に際し、当該提供条件を可能な限り分かりやすい形で提示

していく考えです。 

・ 例えば、参考で例示されている公衆電話については、基本的な

サービスとして、マイグレーション後においても継続して提供して

いく考えですが、ＩＰ網では、現行ＰＳＴＮと同じ硬貨収納信号を

送出することが困難であり、マイグレーション後のアクセス回線

が光回線の場合には、局給電はできないといった課題があるた

め、このようなことも含めて、今後の在り方を検討していきたいと

考えます。 
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場合も多い。 

加えて、公衆電話については、局給電が行われることも踏まえ災害等

緊急時に有効な通信手段の一つであるとして、情報通信審議会にお

いてその在り方が検討されている。 

したがって、当面の間は、局給電の利用可能性等に関する周知を行う

とともに、実際の利用のしやすさを含めた課題について整理していく必

要がある。また、中長期的には、音声通話以外の通信手段の充実や

ネットワーク耐災害性の向上等、緊急時における通信手段を確保する

観点から多角的な検討が必要であることから、総務省で現在進められ

ている「大規模災害等緊急事態における通信確保の在り方に関する

検討会」における検討を踏まえ、適切な対策が講じられるべきである。
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第３章 利用者対応  

３ 各サービスに係る課題 (２) 廃止されるサービスに係る課題 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

IP 網への移行に伴って既存のサービスが廃止される場合、（中略）代

替サービスの開発・提供や情報開示を通じて、利用者の選択を増やし

ていくことが有効である。 

その際、代替サービスについては、NTT 東西だけでなく、他事業者を

含めた競争環境下で多様なサービスが選択可能となることが望ましい

ことから、NGN の一層のオープン化等を通じ、多様な主体によって多

様なサービスが提供されうる環境を整備していくことが必要である。 

また、積極的移行を促す観点から、（中略）関連事業者においては、端

末等の取替え工事代金や代替サービスによる支払い額の上昇といっ

た利用者負担を可能な限り抑制するための継続的な努力が求められ

る。 

 

・ 当社としては、お客様にご迷惑がかからないよう、できる限り代

替サービスを提供していく考えですが、お客様の使い方の工夫

や他サービスで同等の効用が得られる場合もあるため、代替サ

ービスの提案にあたっては、こうしたことを含め、お客様に丁寧

に対応していく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第３章 利用者対応  

３ 各サービスに係る課題 (３) その他の課題(光回線の契約関連) 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

代替サービスの利用に際し、新たに光回線の契約が必要となる場合

の利用者負担については、利用者の理解を得つつ、移行の円滑化を

図っていくことが求められるため、NTT 東西において、利用者周知や

訪問工事の弾力化（例：土休日工事の実施等利用者の希望を踏まえ

た工事）等の方策を講じることが有効である。また、代替サービスの提

供条件（例：バンドルされるサービス、料金水準）によっては、既存サー

ビスを代替する上で必要のないサービスの契約を求められる場合もあ

ることから、提供条件を移行に即して工夫する等、可能な限り、利用者

負担を軽減するための方策について検討していくことが求められる。 

なお、雑居ビルやペンシルビル等に係る課題については、NTT 東西

を初めとする関係事業者は、対策困難が想定される地域や対象建物

を把握した上で、個別訪問等も含めた効果的な利用者周知の在り方

について検討することが求められる。 
 

・ 代替サービスへの移行に際し、新たに光回線の契約が必要とな

る場合についても、当社としては、お客様のニーズを踏まえつ

つ、必要に応じてＩＰベースでの代替サービスの提案・開発を行

うとともに、責任をもってお客様対応を実施していくことで、円滑

な移行に取り組んでいく考えです。 

・ また、雑居ビルやペンシルビル等の光化には、構内配線にメタ

ルを使用するＶＤＳＬ方式と、お客様の居室まで光配線を敷設す

る光配線方式の２つの方法があります。当社としては、光ならで

はのサービス（テレビ視聴等）を利用可能な光配線方式を推進し

ており、多くのお客様にご利用いただいているところです。 

また、当社としては、例えば外壁配線が建物美観を損ねないよ

うな施工方法の工夫や、当社の光サービスの使い勝手や魅力

を向上することにより、集合住宅や雑居ビルに光サービスを導

入するメリットを高め、住民や管理組合等の方々にご理解いた

だけるよう取り組んでいく考えです。 

なお、メタルアクセスについては、これまでのメタル電話の減少

傾向やユーザニーズの動向を踏まえると、ＰＳＴＮマイグレーショ

ンを実施する２０２０年代初頭においては、未だ１，０００万回線

から２，０００万回線程度残ることが現時点では見込まれます。し

たがって、当面、雑居ビルやペンシルビル等に対して、当社のメ

タル回線を利用したＤＳＬサービスで対応することも可能である

と考えます。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

１ PSTN における競争環境の維持 (１) コア網の IP 網への移行に対応したコロケーションルールの在り方 
答申案 当社意見 

ア コロケ—ション設備の減設に対応したコスト算定方法（電気料算定）の見直し 

（ウ） 考え方 

PSTN から IP 網への移行の進展により、（中略）NTT 東西の PSTN やメタル回線を利用する

ためのコロケーション設備の稼働率の低下が顕在化しつつある。 

このような状況は、IP 網への移行が加速するに従い、全国的に発生することが想定されるこ

とから、接続事業者が設置するコロケーション設備の仕様に基づく最大消費電力ではなく、実

際の使用電力に応じて電気料を計算することは、設備の全撤去に至らない段階で実際に使

用した設備に応じた電力コストを支払うという点で、効率的な設備利用に繋がると考えられ

る。 

他方、接続事業者には様々な事業規模の者が存在するという点を踏まえると、全ての事業者

において自らコストをかけてメータを設置し使用電力量を実測することが可能とは必ずしも言

えない。また、使用しないスロットに物理的な措置を加えて使えなくすることを条件に減設した

設備に基づく電気料を算定するという方法についても、設備の価値を不可逆的に減じるという

点と柔軟性の観点から必ずしも妥当であるとは言えない。 

以上の観点を踏まえ、コロケーション設備の仕様に基づく最大消費電力ではなく、例えば、実

際の使用電力を踏まえた接続事業者からの書面手続きに応じて電気料を計算する等、コロ

ケーション装置に係る電気料の扱い（「申込電力」の考え方）を柔軟化することが適当である。

なお、（中略）電力料の扱いを柔軟化することにより、NTT 局舎全体に必要となる最大電力の

減少に繋がり、さらには、事業者の節電への一層の協力も期待される。 

また、柔軟化の検討を行う際には、収容局設備の安心・安全を確保するため、設備をコロケ

ーションする接続事業者に対し、発火、発煙などが生じることのないよう保全措置をとる旨求

める規定が接続約款に盛り込まれている（第 51 条の 2）ことにも十分留意することが必要で

ある。 

 

 

 

 

・ 電気料については、客観性、公平性、適

正性を確保する観点から、自前で電力計

を設置いただいた場合は実際の使用電

力に応じた電気料をご負担いただき、電

力計を設置していない場合は仕様書に

記載されている最大消費電力に応じた電

気料をご負担いただいているところです。 

・ したがって、使用電力値や最大消費電力

値でもない、他事業者の自己申告値に基

づく電気料の負担は、客観性、公平性、

適正性を確保できないことから、適当で

ないと考えます。 

・ 当社としては、ヒューマンエラーの発生に

より電力供給許容量を超える電流が流

れ設備の重大事故につながるおそれが

あることから、これを防止するため措置と

して、「使用しないスロットに物理的な措

置を加えて使えなくすることを条件に減

設した設備に基づく電気料を算定すると

いう方法」をご提案しているところです。 
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イ コロケーション設備の撤去に伴うルール（「6 ヶ月前ルール」）の見直し 

（ウ） 考え方 

通常、コロケーション設備の利用を接続事業者側から解除する場合、撤去工事の進捗にかか

わらず、接続事業者は撤去通知後 6 ヶ月間設備使用料等の支払いを要する。また、既存のメ

タル用コロケーション設備を撤去し、新しく光用コロケーション設備を設置する場合であって

も、既存のコロケーションスペース、条件と異なる利用を行うときは、接続事業者は撤去通知

後 6 ヶ月間設備使用料の支払いを要することに加え、光用コロケ－ション設備に係る費用も

別途支払うこととなる。 

（中略）IP 網への移行の進展に伴い、今後、多くの接続事業者が全国的にコロケーション設

備の撤去や二重設置、入替えを行うことが想定される。加えて、接続事業者からは、実際にコ

ロケーション設備の撤去に要する期間は 6 ヶ月より短いとの回答が寄せられている。 

このような設備撤去、入替えが全国規模で進むと、一時的に PSTN やメタル回線を利用する

ためのコロケーション設備の撤去に伴う費用と NGN や加入光ファイバ回線を利用するため

のコロケーション設備の新たな設置に係る費用の両方を負担するケースが増えると想定され

る。（中略）したがって、接続事業者の移行へのインセンティブを確保し、IP 網への移行を円

滑化する観点から、転用に要する期間に係る実態に関するデータを収集して「6 ヶ月前ルー

ル」の妥当性の検証を行うことなどにより設備撤去に係るルールを見直した上で、必要な取

組みを行うことが適当である。 

また、（中略）のコロケーション設備が小型化していることや、PSTN における設備更改（D70 

から新ノード）、IP 網（ルータ）への移行に伴い収容設備が小型化していることも踏まえると、

今後 IP 網への移行が進展すると、NTT 局舎内のコロケーションスペース自体の空きも出て

くると考えられることから、「転用に要する平均的な期間」という考え方を含めた見直しも必要

となると考えられる。  
 

② コロケーションに係る申込手続の簡素化 

コロケーションに係る申込手続については、IP 網への移行の実態に即した対応が取られるこ

とが望ましいと考えられる。したがって、装置の入替えにより既存コロケーションスペース、条

件と異なる利用を行う場合には、現在の接続約款においては契約の廃止・新規申込みで違

約金が発生するという点については、今後入替え事例が増大することに適切に対応すべく、

接続事業者の実態を踏まえた上で、簡素化に向けて必要な検討を行うことが適当である。  

 

 

・ コロケーション設備の撤去に伴うルール

については、転用に要する平均的な期間

も含め、他事業者のコロケーションの利

用実態をあらためて把握するとともに、他

事業者の具体的なご要望をお伺いしな

がら、検討していく考えです。 
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ウ コロケーションスペースに空きがない場合の増設の義務化、申込み手続の簡素化、リード

タイムの短縮化 

（ウ） 考え方 

① コロケーションスペースに長期間空きがない場合の対応 

（中略）コロケーションスペースの空き状況については、NTT 東西の事業者向けウェブサイト

を通じ局舎毎のランク表示により情報開示が行われていることに加え、コロケーションスペー

スが枯渇している局舎における配分上限値の設定を行っている。 

しかし、現状では、空きスペースがない（D ランク）局舎の対応については具体的に規定され

ていない。 

他方、接続事業者が主張しているコロケーションスペースが D ランクとなっている NTT 局舎の

割合は全体の数％に留まっており、コロケーションに係る競争ルールを見直した 2006 年度

以降大きな変化はない。 

また、（中略）PSTN における設備更改（D70 から新ノード）や IP 網（ルータ）への移行に伴い収

容設備が小型化していることも踏まえると、今後 IP 網への移行が進展すると、NTT 局舎内の

コロケーションスペース自体の空きも出てくると考えられる。 

こうした状況を踏まえると、まずは、総務省において、NTT 局舎のうちどの程度が長期間 D ラ

ンクのままとなっているか、どういった地域で D ランクの局舎が多いのかといった点について

具体的に把握することが適当である。 

その上で、D ランクとされた局舎における NTT 東西の取組みも踏まえて、今後本格化する移

行を円滑化する観点から現在の対応について見直すべき点があるか検討することが適当で

ある。 

なお、その際、NTT 局舎におけるコロケーションスペースの増設を単純に義務化することはコ

スト増大につながり、結果としてコロケーション料金の上昇として跳ね返る可能性があるた

め、とるべき措置としては必ずしも適当ではなく、むしろ、接続事業者の予見性を高める観点

から、数ヵ月先の設備計画を NTT 東西が情報開示することも含めた適切な対応を検討するこ

とが必要である点に留意すべきである。  

 

 

 

 

 

 

・ 当社は、コロケーションスペースに空きが

無いビルにおいて、交換機等の当社設備

の更改等により空きが発生した場合は、

速やかに情報を更新する等リソース管理

や情報開示を適切に実施しております。 

また、コロケーションスペースの増設計画

を行う際は、決定後速やかに当社ホーム

ページに自主的に、増設予定時期の情

報を開示しており、今後も引き続き実施し

ていく考えです。 
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③ リードタイムの短縮化 

リードタイムの短縮化に関連して、接続約款において設備設置申込を受けて工事に着手した

日から完了するまでの期間が規定（第 95 条の 4）されている。他方、接続事業者からは、

FTTH サービスの迅速な展開といった具体的なニーズが示されている。 

このため、この規定が適切に遵守されているか、申込の受理以前の段階で課題が現に生じ

ていないかなど、まずは現状を把握することが適当である。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ コロケーションに係る手続については、接

続約款第９５条の４において、当社がＰＯ

Ｉ調査回答を行った日から他事業者の自

前工事の着手が可能となる日までの期

間として、 
① 局内ケーブル工事のみの場合は、

２週間以内 

② 他事業者のご要望に基づき、二重

床の設置又は改修を行う場合は、１

ヵ月半以内 

③ 上記①、②以外の場合は、１ヶ月以

内 

と規定しており、当社は当該規定を遵守

し運用しております。 

・ なお、リードタイムに関するご要望につい

ては、他事業者から具体的に提示いただ

き、協議させていただく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

１ PSTN における競争環境の維持 (２) マイラインの在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

中継電話は、加入者回線（基本料）部分についてメタル回線である NTT 東

西加入電話を利用した上で、その先の中継（通話料）部分について利用者

が電話会社を選択するものであることから、IP 網への移行の進展ととも

に、NTT 東西加入電話の契約数が減少傾向にある中、中継電話市場自

体も縮小傾向にある。 

こうした状況にあるマイラインの扱いは、IP 網への移行が進む過程におい

て、PSTN における競争環境をどう評価し、その競争環境がどう在るべき

かを検討するための一例と位置づけることも可能である。 

「マイライン」「マイラインプラス」は最大時（2004 年 3 月）には市外通話区

分で 4,700 万以上の登録がなされており、相当程度の加入電話契約者が

登録を行ったこととなるが、その登録･変更の申込に当たっては、電話番号

ごと又は申込書ごとにマイライン登録料として税抜 800 円が必要となる。こ

のようなユーザの負担の大きさと比較し、マイライン事業者が提供している

サービス料金は 2003 年度以降ほとんど変化が見られない（例：ソフトバン

クテレコム（マイラインプラス）、KDDI（マイラインプラス）の市内料金は 3 分

8.5 円、県内市外料金は 3 分 30 円のままであり、NTT 東西の設定する

通話料と差がない状態となっている）。 

また、NGN において提供される 0AB-JIP 電話については距離に依存しな

い料金体系となっているなど PSTN とは異なる競争環境となっている。現

時点で、NGN を活用した0AB-JIP 電話サービスを接続事業者が提供でき

る環境にはなっていないが、NTT 東西による事業者間の意識合わせの場

でも IP 網同士の直接接続に向けて事業者同士の議論が今後進められるこ

ととなっている。 

こうした点を評価・勘案すれば、まずはユーザニーズや NGN における電話

サービスの実現に向けたオープン化等の状況を踏まえた上で、IP 網への

移行期の競争環境整備の在り方を検討することが適当である。 

・ マイラインは、アクセス設備が当社の固定電話しかなく、他

事業者が当社の固定電話と接続して中継電話サービスを

提供していた時代に、中継電話サービスの競争を促進する

観点から導入されたものであると認識しております。 

・ しかしながら、ブロードバンド市場では、ＤＳＬ、ＦＴＴＨ、ＣＡＴ

Ｖ、ＷｉＭＡＸ等の高速無線アクセスなど、多様なアクセス手

段が存在しており、他事業者は、ＮＧＮ等当社のＩＰネットワ

ークに全く依存することなく、ＩＰ電話を含めたブロードバンド

サービスを提供し、お客様を獲得できる競争に変容してき

ており、マイラインの契約者数自体、減少しています。 

・ 加えて、固定の中継電話サービスは、通話料金が距離段

階別に設定されていることを前提に成り立ってきましたが、

現在、３分８円の全国一律料金のＩＰ電話の普及とＰＳＴＮ固

定電話の利用の減少等、市場環境が大幅に変化しており

ます。 

・ したがって、ＩＰ・ブロードバンド時代にマイラインを導入する

意義は乏しいものと考えておりますが、いずれにしても、関

係事業者間の意識合わせの場において、事業者からご意

見をよくお伺いしたうえで検討していく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

１ PSTN における競争環境の維持 (３) メタル回線コストの在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

PSTN から IP 網への移行は、本来アクセス回線の移行と必ずしも直

接的な関係はないものの、メタル回線と PSTN、光ファイバ回線と IP 

網は、加入電話サービスや 0AB-JIP 電話やブロードバンドサービス

の提供と相まって連携して機能していることから、メタル回線と光ファ

イバ回線の在り方についても、間接的な影響を受けることとなる。 

現在、接続事業者は、NTT 東西のメタル回線を利用し、DSL サービ

ス（534 万契約（2011 年 3 月末時点））や直収電話サービス（332 万

契約（2011 年3 月末時点））を提供しており、NTT 東西はIP 網への

移行によるメタル回線の需要減少に応じてコスト削減に努めてきてい

るものの、NTT 東西の IP 網への移行に伴い、こうしたサービスの提

供を支えるドライカッパやラインシェアリングに係る接続料に実質的な

影響が生じている。 

このような状況について、メタル回線に係る接続料の上昇が接続事

業者の IP 網への移行を促進するとの主張もある。これは、接続料

は、設備に係る費用とその利用状況から合理的に算定されるもので

あり、利用が減少すれば接続料が上昇することとなるのはやむを得

ないことであるため、今回の PSTN から IP 網への移行との関係で言

えば、接続事業者が自らの判断で PSTN から IP 網へ移行するイン

センティブが働き、これが加速する可能性があるとの考え方である。

この考え方は、移行促進が必要となったフェーズにおいては、ユーザ

に不利益を生じさせないという理由で接続料の上昇を抑制するという

政策を採るのは適切ではないとの主張にも繋がっている。 

 

 

 

 

・ 冒頭申し上げたとおり、ＰＳＴＮマイグレーション時もメタル回線は

一定程度残るものと考えます。 

・ その際、メタル回線コストの大半は、当社の利用部門が負担して

いることから、当然コスト削減努力は常に行っていくものです。 

・ しかしながら、その努力を前提としても、メタル回線については需

要減が激しく、今後接続料が上昇していくことが想定されますが、

当社のメタル回線を利用する他事業者には、当社同様、利用に

応じてご負担していただかざるを得ないと考えます。 

・ 仮に接続料の上昇を意図的に抑制した場合、当社に負担を強い

るだけでなく、円滑なＩＰ網へのマイグレーションを阻害することに

も繋がりかねないことから、そのような政策には反対です。 

・ また、仮にメタル回線コストを検証し、見直しを行う場合において

も、実際に発生した設備コストを適正にご負担いただくことが大原

則であり、単に接続料の算定手法のみを見直すのではなく、実際

の財務会計とセットで見直しを行うことが大前提であると考えま

す。 

・ 各検討項目に関する当社の考え方は以下のとおりです。 

 

＜①未利用芯線の扱い＞ 

・ メタルケーブルについては、ケーブル単位で固定資産管理を行っ

ており、需要減に連動して芯線単位で撤去・除却することは困難

です。 

・ また、接続料は、実際に発生している設備コストを当社の利用部

門も含め設備を使っている事業者にご負担いただくものであり、

未利用分についてもコストが発生している以上、使っている回線

数に応じて、当社の利用部門と他事業者でご負担していただか

ざるを得ないと考えます。 
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他方、接続事業者からは、「接続事業者は光サービス市場への移行

も出来ないままレガシー市場に留まらざるを得ず、他方、光サービス

市場との競争上、レガシー系サービスに係る利用者料金を引き上げ

られない状況となるため、レガシー系サービスの接続料の上昇は当

該事業者にとっては単にコスト負担増に繋がるだけであり、ひいては

このような競争の減退が利用者に対しても大きな損失を与えることと

なる」旨の懸念が示されている。これは、今後のネットワークが PSTN 

から IP 網へ移行する中、メタル回線の今後の位置づけやアクセス回

線の移行スケジュールは必ずしも明らかでないため、接続事業者に

とって予見性が高まらない状況にあることから、光サービス市場にお

いて十分な競争環境が整備されていないとの認識とあわせ、レガシ

ー系サービスの接続料の上昇について懸念が示されているものであ

る。 

この点、以下のような状況を踏まえると、IP 網への移行を進めるに

当たっては、計画的な移行の影響を受ける利用者や事業者を減ら

し、積極的な移行を行う者を増やすことが円滑な移行に資するとの観

点から、予見性と継続性を重視し、PSTN の IP 網への移行を踏まえ

たメタル回線における適正なコスト算定といった公正競争環境の維持

が重要な課題となる。 

○ 接続事業者がメタル回線を用いて提供している直収電話及び

DSL サービス等については依然一定程度のユーザが存在している

こと。 

○ 特に、現在メタル回線を用いて DSL サービスが提供されている

地域には、未だ光サービスが提供されていない地域も存在しており、

そのような地域の利用者は光サービスへの移行もできないまま、コス

トの増分を負担するか利用そのものを諦めることとなり得ること。 

○ 仮に DSL サービスを提供している接続事業者が、ユーザ料金の

値上げによる利用者減等により当該地域におけるサービス提供を中

止した場合、利用者にとってはブロードバンドサービスの選択肢を失

うこととなり得ること。 

 

＜②メタルケーブルの耐用年数見直し＞ 

・ 当社の財務会計上の耐用年数は、設備ごとの使用実態や使用

可能期間を考慮し決定しており、会計監査上も妥当なものとして

認められています。 

・ 仮に見直しを行うとした場合でも、その使用可能期間を推計する

ための調査や会計士等への対応等が必要となり、容易に出来る

ものではありません。 

・ また、仮に耐用年数を見直す場合においても、実際に発生してい

る設備コストを適正に回収するという観点から、単に接続料のみ

見直すのではなく、実際の財務会計とセットで見直しを行うことが

大前提であると考えます。 

 

＜③施設保全費のメタル回線と光ファイバ回線の配賦方法＞ 

・ メタルと光の配賦方法については、これまでの研究会や審議会

の議論を踏まえて行っているものであり、妥当なものと考えます。 

・ 今後、検証を行っていくこと自体を否定するものではありません

が、メタル接続料低廉化のために光の配賦率を高めた場合、光

ファイバの接続料が上昇するという課題もあり、総合的な検討が

必要であると考えます。 
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以上を踏まえ、移行期におけるメタル回線の接続料算定のあり方に

ついて、ユニバーサルサービス制度との関係にも配意しながら、①未

利用芯線コストの扱い、②メタルの耐用年数、③施設保全費のメタル

回線と光ファイバ回線の配賦方法といったコストの検証を行い、更な

る適正化に向けた検討を行っていくことが適当である。 

なお、その際には、メタル回線のコストの上昇が接続事業者の IP 網

への移行を促すという指摘があることに留意しつつも、IP 網への移

行の進展に伴い未利用芯線における「未利用」の意味が変化してい

る点、接続料算定方法によってメタル回線の耐用年数が異なる点、

移行期における費用配賦のバランスの在り方等についても留意すべ

きである。 

また、IP 網への移行促進が必要となる段階まで同様の考え方が求

められるものではなく、あくまで移行促進が必要となる時期には至っ

ていないものの移行を円滑化する必要はある段階において、予見性

と継続性の観点がより重視される必要があるということであり、PSTN 

から IP 網への移行の進展状況やメタル回線の移行に係る情報が十

分に開示された後まで恒常的な対応を必然的に求めるものではない

ことに留意することが必要である。 

（中略） 

年数により算定することを基本とすることが適当」、「使用実態を反映

した耐用年数を適用することによって、接続料原価等の適正化が図

られることが期待」とされている。「なお、経済的耐用年数を適用する

設備の選定は、会計監査等実務について十分に配慮をしつつ行うこ

とが必要」とも述べられている。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

１ PSTN における競争環境の維持 (４) メタル回線の撤去に係るいわゆる「４年前ルール」の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

アクセス回線自体の移行計画は具体的に示されていないものの、NTT 

東西からは、当該ルールにかかわらず、アクセスの移行が決定した段

階で速やかに接続事業者に説明するとの考えが示されており、予見

性・透明性を向上させるという点では NTT 東西及び接続事業者の間

では見解の相違はないと考えられる。 

現在接続約款に規定されている「4 年前ルール」自体は、一般的には

個別のメタル回線を撤去するケースを射程としていると考えられるが、

PSTN から IP 網への移行に伴い、間接的・実質的にメタル回線の移

行も進むと、同様の撤去が全国でより大規模に進められることが想定

される。 

この点、接続事業者からは最低でも 3 年前の局舎単位での情報提供

といった要望が示されているが、現時点では PSTN から IP 網への移

行においても局舎単位で移行を行うとまでは説明されておらず、PSTN 

の移行に間接的・実質的な影響を受けるメタル回線についてのみ先ん

じて局舎単位で情報提供を行うことは困難な状況と考えられる。また、

「代替サービス」の提案が不明瞭のままではドライカッパ・DSL 事業者

にとっては事業運営の見通しを立てることもユーザへの対応を考慮す

ることも困難との指摘がある。 

以上を踏まえ、予見性を高める観点から、例えば「代替サービス」の提

供可能時期（現在は撤去時まで）、「代替サービス」が提供可能な状態

にある場合におけるメタル回線の撤去情報提供時期（現在は 1 年前）

などについて今後の移行の進展を見据えた所要の明確化を図ること

が適当である。 
 

・ アクセス回線については、引き続きサービスの創造やＩＣＴの利

活用等を促進することにより需要を喚起し、メタルアクセスから

光アクセスへのマイグレーションを進め、光アクセスの普及を進

めていく考えですが、これまでのメタル電話の減少傾向やユー

ザニーズの動向を踏まえると、ＰＳＴＮマイグレーションを実施す

る２０２０年代初頭においては、１，０００万回線から２，０００万回

線程度が残ることが現時点では見込まれます。 

これらのメタルアクセスについて、膨大なコストをかけて光への

強制移行を図るよりも、ＰＳＴＮマイグレーション時においては、メ

タル回線上でＩＰ技術を使った音声通信を提供することが現実的

と考えます。諸外国におけるＰＳＴＮマイグレーションの動向を見

ても、アクセス回線はメタルと光が並存しているのが現状です。 

したがって、ＰＳＴＮマイグレーション時においても、当面、接続事

業者は当社のメタル回線を利用したＤＳＬサービスの提供は可

能であり、現時点ですべてが光化されることを前提とした議論は

不必要であると考えます。  

・ なお、当社としては、メタル回線を撤去する場合、撤去開始の４

年前に協定事業者へ通知するルールを遵守し、遅くともメタル撤

去開始の４年前までには具体的な実施時期等をお知らせする

考えですが、このルールにかかわらず、アクセスのマイグレーシ

ョンについて決定した段階で、必要な情報を速やかに接続事業

者にご説明させていただく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

２ NGN における競争環境の整備 (１) PSTN と NGN における公正競争環境の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

NTT 東西の PSTN 及びメタル回線については、加入者回線のシェア

を勘案し、「加入者回線及びこれと一体として設置される電気通信設

備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上及

び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通

信設備」として、一種指定設備に指定されている。これにより、アンバ

ンドルされたアクセス網におけるドライカッパ、ラインシェアリング、コア

網における GC・IC 接続機能等を利用して、直収電話、DSL、マイライ

ン等の多種多様な競争的サービスが提供されている。 

これに対し、同じく一種指定設備に指定されている NTT 東西の NGN 

及び光ファイバ回線においては、PSTN やメタル回線において実現し

ている接続ルールに必ずしも対応していない面がある。 

この点、PSTN と NGN はネットワーク構成や概念が異なるため PSTN 

及びメタル回線における競争環境と全く同等である必要はないとの指

摘もなされているが、ブロードバンドの普及促進のためには、PSTN 

又はメタル回線において確保されていた公正競争環境の後退を極力

招かない点や、事業者の積極的な IP 網への移行が妨げられないこと

が重要であるという点に加え、NGN ならではの多種多様なサービス

の提供を通じたユーザ利便の向上が図られることが重要である点か

ら、NGN 又は光ファイバ回線においても実質的な公正競争環境を確

保する必要があると考えられる。 
 

・ 冒頭申し上げたとおり、現在の競争は、当社のＮＧＮに依存する

ことなく、自らが構築したＩＰ網でお客様を獲得するサービス・料

金競争へ構造が大きく変化しており、電話サービスを提供する

ために当社の電話網を借りることが前提であった時代とは構造

が全く異なります。 

・ したがって、多種多様なサービスの提供を通じた利便性の向上

を図るためには、「ブロードバンドの普及促進のためには、PSTN

又はメタル回線において確保されていた公正競争環境の後退を

極力招かない点や、事業者の積極的な IP 網への移行が妨げら

れないことが重要」といった電話時代の競争ルールを継続する

ことを最優先するといった視点に立つのではなく、規制は最小限

とし、イノベーションや新たなサービスの創造を阻害するようなこ

とのないような政策としていくことが重要と考えます。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

２ NGN における競争環境の整備 (２) NGN における伝送機能のオープン化 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

現在、NTT 東西の NGN の中継局接続機能を利用する接続事業者

は存在しないが、NTT の IP 網への移行計画に従い、今後 PSTN か

ら IP 網への移行が進展すると、NTT 東西と他事業者の IP 網同士の

直接接続が増加すると想定される（「PSTN から IP 網への移行＝IGS 

接続機能から中継局接続機能への移行」）。また、大規模災害対応の

ためにパケット通信ネットワークを整備する必要性からも、接続事業者

が NTT 東西の NGN と中継局接続機能を利用して IP 網の直接接続

を行う必要性が増加すると想定される。 

他方、現在の中継局接続機能は料金面（定額制）で NGN における

IGS 接続機能や PSTN における GC・IC 接続機能と異なっており、こ

の点が IP 網同士の直接接続の実現への課題となっている可能性が

ある。なお、NTT 東西が 2011 年 1 月に実施した事業者アンケートの

結果においても、IP 網同士の直接接続の実施希望時期について最

短で 5 年以内と答えた企業が 17 社中 4 社に留まり、残りは「10 年

以内」ないし「時期未定」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 現在の中継局接続の設定単位等（１０Ｇメニューの設定等）につ

いては、ＮＧＮのフィールドトライアルなどの場で、接続事業者の

ご意見もよく伺った上で対応してきたものであり、これまでのとこ

ろ、他の設定単位等の導入に係る具体的なご要望はいただい

ておりません。また、「次世代ネットワークに関する接続料算定

等の在り方について」報告書（２００８年１２月）でも、ポート単位

の定額制接続料が妥当との考えが示されているところです。 

・ 加えて、これまでのところ、中継局接続機能の利用はＮＴＴ東西

間接続でしか実績がないものであり、その利用形態について

は、今後のＩＰ網同士の接続の進展に伴い、様々なご要望が上

がってくる中で検討を深めてゆくべきものと考えます。 

・ 既に関係事業者間の意識合わせの場にて、ＩＰ網の直接接続に

ついて関係事業者間で議論を進めているところであり、具体的

なご要望があれば、答申案に記載された課題も含め、中継局接

続機能の設定単位の細分化・柔軟化やインターフェースの多様

化の検討を進めていく考えです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

 

この点を踏まえ、NTT 東西の NGN と接続事業者の IP 網の直接的な

相互接続性を確保し、接続事業者のネットワークの IP 網への積極的

な移行を促す観点から、現在の中継局接続機能の一層のオープン化

（設定単位の細分化・柔軟化等）を図ることが必要である。 

また、多種多様な事業者が様々な形態で接続を行い、創意工夫を活

かしたサービスを提供するためには、接続が容易な箇所に相互接続

点が設置されることが望ましい。この点、NGN 答申において、「過度な

経済的負担にならない限り、事業者の要望に応じて適時適切に相互

接続点の増設を行うことが適当」とされているが、これまで接続事業者

からの要望はなく、中継局接続機能に係る相互接続点は商用サービ

ス開始時から増設されていない（NTT 東西計 4 カ所）。 

以上の点や、相互接続点の新設について他事業者から要望が寄せら

れた場合には協議に応じ、実現の可否について検討していくとの考え

方が示されていることを踏まえ、中継局接続機能に係る標準的な接続

箇所（POI）を予め増設することが必要である。 

なお、その際には、PSTN から IP 網への移行に当たり、多種多様な

事業者と NGN との IP 網同士における接続を確保する観点から、IGS 

接続に係る POI との関係やコストに留意することが適当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 現在、当社との中継局接続のＰＯＩは２ビルとしていますが、これ

以外のビルでのＰＯＩ新設については、関係事業者間の意識合

わせの場において、事業者からご意見をよくお伺いしたうえで検

討していく考えです。 

・ なおその検討に際しては、 

① ＰＯＩ新設には各ＰＯＩビルで事業者間接続用のゲートウェイ

ルータ（ＧＷＲ）の新設が必要となること、 

② 当該ＰＯＩビルに設置するルータに接続トラヒックが集中す

ること、 

から、関係事業者のご意見を踏まえつつ、極力ルータや伝送路

の増設が少なく、効率的なネットワークを維持できるよう、できる

限り呼が集約できる場所をＰＯＩの新設場所としていきたいと考

えております。 



 25

第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

２ NGN における競争環境の整備 (３) 通信プラットフォーム機能のオープン化 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

（中略） 

通信プラットフォーム機能、とりわけ SNI におけるオープン化の進

め方については、NTT 東西が主導すべき（接続事業者）との意見

と、事業者から具体的な要望を示すべき（NTT 東西）との意見が

示されており、事業者間で見解が異なっている。 

NGN の SNI メニューである「フレッツ・キャスト」と地域 IP 網にお

ける SNI メニューに相当する「フレッツ・v6 キャスト」について比較

すると、NGN においては各県内に限定した配信が可能となる「地

域メニュー」がなく、NTT 東西全域への配信が可能となる「広域メ

ニュー」に 200Mbps、300Mbps といったメニューが追加されてい

る。また、地域 IP 網では、10Mbps でのコンテンツ配信プラットフォ

ーム機能を提供する「フレッツ・オンデマンド」等が存在している。 

以上を踏まえると、多様な事業者による創意工夫を活かしたサー

ビスの提供を通じてブロードバンドの普及促進を図るという観点か

らは、発展性の視点を重視し、NGN における SNI に係る通信プラ

ットフォーム機能の一定のオープン化（内容・手法）の検討を進め

ることが適当である。 

 

・ インターネット上では既に、Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎといったグロ

ーバルプレイヤーや、国内においても例えばモバゲー、グリーといっ

たゲーム配信プロバイダ等をはじめとして、多様なプレイヤーが自ら

課金・認証等のプラットフォーム機能を用意して、多種多彩なコンテ

ンツ・アプリケーションサービスを提供しています。 

・ こうした中、プラットフォーム機能については、これまで再三申し上げ

てきたとおり、他事業者から具体的な接続要望もないのが実情で

す。 

・ 通信プラットフォーム機能を用いてお客様ニーズに即した多種多様

なサービスを提供し、お客様利便の向上を図るためには、まずは、

ご要望される事業者が、どのようなサービスを提供するのか、その

ためにはどういった接続形態でどのような機能が必要なのか等、ご

要望内容を具体化していただくことが必要であると考えており、ただ

漠然と「帯域制御機能」や「優先制御機能」等のアンバンドル化をご

要望されても、どのような機能をどのように提供すればよいかもわ

からず、具体的な検討を進めることはできません。 

・ したがって、プラットフォーム機能の実現については、事業者から具

体的なご要望をいただき、事業者間でよく話し合った上で、できる限

り早期かつ低廉に実現できる方法で対応していくといった進め方が

現実的な方法であると考えます。 

・ なお、当社では、従前より、コンテンツ・アプリケーション事業者とア

ライアンスを進めてきており、当該事業者からの個別具体的なご要

望に基づき、認証機能や課金機能、映像配信機能といったサービス

を提供しているところであり、引き続き、コンテンツ・アプリケーション

事業者と具体的なサービス提供に向けよく話し合いながら、お客様

にとって使い易いサービス提供に努めていく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

２ NGN における競争環境の整備 (４) NGN の段階的発展に対応したアンバンドルの考え方 
答申案 当社意見 

ア 現状 

(中略) 

一種指定設備のオープン化（アンバンドル）については、電気通信事業法（第 33 条）、接

続料規則（第 4 条）、一種指定設備の指定に関する告示を根拠とし、一種指定設備の機

能毎にそれぞれ接続料等を定めることで実現しているところ、具体的な機能のオープン化

にあたっては、①「具体的な要望があること」、②「技術的に可能であること」という考え方

に基づき、③「過度な経済的負担がないことに留意」しつつ判断している。 

 

イ 考え方 

NGN の構築・普及期には、具体的な提供形態やニーズが把握しやすい既存の機能（例：

IP 電話サービスに係る機能）をアンバンドルする一方、その時点で具体的提供形態が明

確ではなかった NGN 固有の機能については、サービス開始段階ではアンバンドルの必

要性はないと判断した経緯がある。 

しかし、その後 3 年が経過し、NGN は既存の光提供エリア全域をカバーし「発展期」に移

行しているが、新たな機能のアンバンドルは行われていない。この背景には、現在の 3 つ

の考え方に照らしてアンバンドルするとの判断に至らなかった事例が複数存在している。

とりわけ、「具体的な要望があること」については、その内容が曖昧であり、現状のままで

は接続事業者の要望が実現されず、NGN における競争が進まないとの指摘もある。 

また、「技術的に可能であること」については、現時点の NGN ではその実現が技術的に

可能ではないと考えられる機能であっても、今後の NGN における設備更改のタイミング

で実現することが可能であれば、要件を満たすと考えることも可能ではないかとの指摘も

ある。 

こうした状況に加え、創意工夫で新たなサービスを生み出すことが期待されている NGN 

の特性や、PSTN から IP 網への移行の動向も踏まえ、NGN における公正競争環境を

整備し、ブロードバンドの普及促進を図る観点から、今後必要となる機能の取扱いに関

し、技術的可能性、経済的負担といった点も踏まえながら、3 つの考え方について、NGN 

の段階的発展に対応した適切な整理を図ることが必要である。 

・ アンバンドルについて、三つの要件の考え方

を整理されていますが、それぞれについて、

以下の観点が必要と考えます。 

 

①「具体的な要望があること」 について、冒

頭申し上げたとおり、まずは、ご要望される

事業者が、どのようなサービスを提供するの

か、そのためにはどういった接続形態でどの

ような機能が必要なのか等、ご要望内容を具

体化していただくことが必要と考えます。 

②「技術的に可能であること」について、理論

的には開発等を行うことによって機能提供そ

のものは技術的に可能である場合でも、その

機能・装置自体が国際標準化されていない

技術によるものであれば、当社のＮＧＮの「ガ

ラパゴス化」を招くこととなるため、少なくとも

そのような開発を伴うアンバンドルは実施す

べきでないと考えます。 

③「過度に経済的な負担がないことに留意」

については、アンバンドルの実現に必要とな

る開発コスト等についても、実際にかかった

コストに基づき、原則として要望事業者から

速やかに回収すべきものであると考えます。 

・ いずれにしても、アンバンドルの要否につい

ては、個々の機能について、その必要性や

市場環境等を総合的に勘案した上で、個別

に検討・判断すべきものと考えます。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

３ コア網の IP 網への移行に対応したハブ機能の在り方(緊急通報を含む) (１) ハブ機能の在り方等 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

（ア） 必要性・担い手等 

PSTN を利用した音声サービスを提供している事業者（PSTN を介して

間接接続を行っている場合を含む）は、各事業者間での接続に当たり、

接続協定を締結している。 

現在は、NTT 東西以外の事業者同士が接続を行う場合であっても、

NTT 東西の PSTN を利用した間接接続が実現していることにより、当該

事業者は、接続協定の締結に当たり、主に接続料に関する協議のみを

行えばよい状況となっている。 

仮に、PSTN から IP 網へ移行した際に、NTT 東西がハブ機能を持たな

い場合、接続事業者は、各事業者間での接続協定の締結に当たり、接

続料のみならず、相互接続点（POI）及び各 POI における技術基準等に

ついても複数の事業者との間で協議・調整を行う必要が生じることとな

る。 

このような点を踏まえつつ、PSTN のハブ機能を通じて様々なサービス

が提供されているという社会的重要性や、IP 網においてハブ機能が提

供されない場合に必要となると想定されるコスト及び過大な設備投資

負担による中小規模の事業者に対する財務面への影響に鑑みれば、

ネットワークの効率的な利用を通じ、各事業者の IP 網への移行を促進

するために、IP 網におけるハブ機能の必要性自体は肯定されるものと

考えられる。 

（イ） 課題の解決 

現在、接続事業者は、最寄りのNTT 東西のPSTN が提供するIGS 接

続機能を利用することにより、中継事業者網等を介し、遠隔地の他事

業者との接続を行っている場合が多い。この場合、当該接続事業者は

自らの伝送路を NTT 東西が提供する最寄りの IGS 装置まで用意する

こととなる。 

・ 現在、各事業者は、ＮＴＴのＰＳＴＮが電話時代につくられた唯

一のコアネットワークであることを前提にＰＳＴＮをハブ機能とし

て利用していますが、マイグレーションにより、ＮＴＴのＰＳＴＮ自

体がなくなるため、ハブ機能を用いて接続している事業者のお

客様に対して、どのように接続性を確保していくかが課題となり

ます。 

・ こうした問題に対しては、ＩＰ網同士の接続となった際に、既に

各事業者が独自にＩＰ網を構築できるといった環境が整ってい

ることを踏まえ、ハブ機能をどのように実現するのか、誰が主

体となって提供するのか等について、関係事業者間の意識合

わせの場において、事業者からご意見をよくお伺いしたうえで

検討していく考えです。 

・ なお、ＮＴＴ東西のＩＧＳは、多事業者間の接続を中継するハブと

しての機能は提供していますが、答申案に記載されているよう

な県間を跨る中継接続は、当社では行っておらず、当社以外の

県間業務を営む複数の事業者が競争的に行っており、またそ

の利用にあたって当社のＩＧＳを経由する必要は必ずしもありま

せん。 

・ また、答申案では、ＩＰ網への移行時には、ＮＴＴ東西の中継局

接続において、県間を跨る中継接続機能の提供も行うことを期

待されているようですが、上述のとおり県間を跨る中継接続機

能は競争環境下で複数の事業者が提供している現状を踏ま

え、提供主体がどの事業者であっても、義務的な提供を求める

のではなく、あくまでビジネスベースでの競争に委ねることが望

ましいと考えます。 
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他方、NGN が提供する中継局接続機能は、現在、東京・大阪などの大

都市に相互接続点が限定され、接続料は定額制であるため、地域系

事業者は自らの伝送路を遠隔地まで用意するなどの追加的負担が必

要となるとの懸念が示されている。 

こうした状況を踏まえ、PSTN から IP 網への移行に当たり、継続性・予

見性の視座を重視しつつ、IP 網同士の直接接続に係る課題を解決す

るため、IP 網における「ハブ機能」の実現に向け、具体的な実現方法、

多数事業者間接続における事業者間精算の仕組み等について、事業

者間協議の場等も活用し、早期に検討に着手することが適当である。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

３ コア網の IP 網への移行に対応したハブ機能の在り方(緊急通報を含む) (２) 緊急通報の扱い 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

緊急通報は「位置特定」、「回線保留」、「かけ直し」等の機能により実

現しているが、0AB-JIP 電話等においては固定電話と同様の機能を

実現出来ない場合がある（例：回線保留、かけ直し）ことを踏まえ、

0AB-JIP 電話等から緊急通報を行う場合、「自動呼び返し機能」など

の代替機能により擬似的に実現するなど必要な技術的条件が整理さ

れている。この技術的条件については、受理する側の網構成が PSTN 

の場合（現在）、IP 網の場合（今後）それぞれに関し、一定の整理がな

されている。 

なお、2005 年の情報通信審議会答申においては、今後指令台に直

接接続するネットワークが NTT 東西の PSTN から IP 網に置き換わ

る場合、当該 IP 網を①事業者が提供するケース（一般 IP 網又は緊

急通報受理用 IP 網）と②緊急通報受理機関が自ら構築するケースが

想定されている。 

以上を踏まえ、IP 網への移行に対応した緊急通報の在り方（必要性、

担い手等）については、継続性・予見性の視座を重視し、移行の進展

に応じ、関係事業者、自治体、緊急通報受理機関のニーズや懸念を

踏まえつつ、引き続き検討を進めることが適当である。 

 

・ 現在ＩＳＤＮを利用している緊急通報受理用回線については、ひ

かり電話を利用することにより基本的には代替可能と考えてい

るが、警察・消防等の受付台のインターフェースの光対応が必

要となるため、今後、警察・消防機関の設備の更改時期に合わ

せて、ひかり電話対応機器を導入していただくようご説明してい

く考えです。 

・ また、現行のひかり電話は、緊急通報受理用回線において提供

している保留、呼び返し機能に対応していないので、今後、警

察・消防等からのご要望を伺いながら、検討していきたいと考え

ています。 

・ 例えば、携帯電話では、送出されている発信側のＩＤにより受付

台から呼び返す方法で対応していることについても参考にして、

今後、警察、消防等と対応していく考えです。 

・ いずれにしても、関係事業者間の意識合わせの場において、事

業者からご意見をよくお伺いしたうえで検討するとともに、緊急

通報受理機関、自治体等との間においてもご意見をよくお伺い

し対応していく考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第４章 事業者対応  

４ コア網の IP 網への移行を踏まえた番号ポータビリティの扱い 
答申案 当社意見 

（３）考え方 

PSTN において実現していた番号ポータビリティについては、基本サー

ビスの継続性の観点からは、今後も引き続き維持されることが求めら

れる。また、これまで競争環境の整備の観点から、多くの加入者を有

する NTT 東西から競争事業者への番号ポータビリティが義務付けら

れてきたことを踏まえると、PSTN から IP 網への移行にあたって、NTT 

東西の0AB-JIP電話の契約者数のシェアが70％弱を占める状況に照

らしても、可能な限り早期に、0AB-JIP 電話において NTT 東西と競争

事業者間の番号ポータビリティを実現することが求められる。 

また、利用者利便の観点からは、NTT 東西の利用者だけでなく、競争

事業者の利用者が他事業者へ番号ポータビリティを利用して移転可

能とすることも求められる。 

PSTNからIP網への移行にあたり、0AB-JIP電話市場における競争環

境の進展を踏まえつつ、事業者間の IP 網の直接接続の実現ととも

に、競争事業者間相互の番号ポータビリティの実現が求められる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＰＳＴＮの番号ポータビリティについては、現在、ＮＴＴ東西から他

事業者等へ片方向の移行しか実現できておらず、他事業者が

取得した電話番号を利用しているお客様はＮＴＴ東西を含めた

別の事業者に移ることができないなど、お客様の利便性を損な

う面があること、及び新たに番号ポータビリティを実現するため

の環境を整えることから、今後、各事業者がＩＰ網に移行する際

に、お客様ニーズに対応して、「双方向」で利用できるようにして

いくことが必要と考えます。 

・ なお、ＩＰ網における事業者間相互の番号ポータビリティについ

ては、関係事業者間の意識合わせの場において、事業者からご

意見をよくお伺いしたうえで検討していく考えです。 
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一方、PSTN において、NTT 東西の利用者が引っ越し等の際に番号

を持ち運べる地域を収容局内としてきた運用については、番号区画単

位で固定電話のサービスを提供する競争事業者と比べて、より詳細な

収容局内で固定電話のサービスを提供する NTT 東西が競争上優位

となっているとの指摘がある。固定電話の電話番号が有する地理的

識別性に配慮しつつ、PSTN から IP 電話への移行を促進し、利用者

利便の向上を図るため、可能な限り早期に、NTT 東西の利用者が番

号を持ち運べる地域を、現在の収容局単位の運用から、例えば番号

区画単位まで拡げるなど、ロケーションポータビリティの拡大が求めら

れる。 

 

 

・ 現在、番号ポータビリティは、当社の加入電話から他事業者へ

の片方向のポータビリティしか実現していないため、当社の加入

電話に戻る際に同一番号を利用できるよう、当該電話番号を管

理するＧＣ交換機配下の収容区域内の移転に限定することで、

事業者間で合意し、運用しています。 

・ ひかり電話のネイティブ番号についても、技術的には同一ＳＩＰ

サーバに収容されている範囲内の移転であれば同一番号での

移転は可能でありますが、上述の合意に基づき、加入電話の場

合と同様、同一の収容区域内での移転に制限しているところで

す。 

・ 当社加入電話やひかり電話、あるいは他社０ＡＢ～Ｊ電話といっ

た同じ０ＡＢ～Ｊ番号を利用するサービスでありながら、サービス

によって同一番号で移転できるエリアが異なることは、お客様に

とってわかりづらいものであることに加え、同じ番号を加入電話

で利用する場合には収容区域内の移転に限定され、他社０ＡＢ

～Ｊ電話で利用する場合には収容区域を超えて移転できるとい

うことは、お客様の理解が得られ難いこと、また、収容区域外に

移転されたお客様が他事業者から当社加入電話に戻る際には

同一番号での利用ができないことはお客様にご迷惑をおかけす

ること、こうしたことを解決するためにはＧＣ交換機等の改修が

必要となること等、現状の仕組みにおいて、ご指摘の件を実現

するためには多くの課題があります。 

・ こうした課題については、全体でまとめて解決されるべきもので

あることから、ご指摘の件も含め、今後、ＩＰ網同士の直接接続

の実現にあわせて、双方向の番号ポータビリティを導入する際

に、まとめて検討を行う考えです。 
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第１編 電話網から IP 網への円滑な移行に向けて 

第５章 本検討のフォローアップについて  
答申案 当社意見 

（中略）実際の移行については、今後、関係事業者間の協議等を踏ま

えつつ具現化が図られていくこととなるため、本審議会として、一定の

期間をおいて、必要なフォローアップを行っていくことが求められる。 

具体的には、2012 年以降も、電話網移行円滑化委員会を存置した上

で、適切なタイミング（例：半年ごと）に、上記 NTT 東西と関係事業者

の間の協議、コア網移行に向けた各主体の取組、PSTN・メタル回線に

より提供される既存サービスや IP 網・加入光ファイバ回線により提供

されるサービスの利用実態等について、委員会として一定のデータを

整理し、関係者から状況を聴取することが適当である。これにより、今

後の環境変化等を注視していくとともに、将来新たに課題等が生じた

場合には、適時適切に検討を行うことが必要である。 

 

・ 当社としては、今後、円滑な移行に向けて、真摯に対応していき

たいと考えており、利用者に対しては、適宜その詳細をご説明し

ていくとともに、他事業者の方々のコアネットワークのＩＰ化の計

画をよくお聞きして、他事業者とよく話し合って進めていきたいと

考えています。 

・ その過程に関する委員会のフォローアップについては、当社とし

ても必要に応じて、委員会に対して、関係事業者との協議状況

やお客様対応状況等について報告する考えですが、半年程度

の期間では大きく状況が変わるものではないと考えられるため、

ある程度課題が整理された段階で当社から報告することとした

いと考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

１ 中継局接続機能のオープン化 (１) 中継局接続機能のオープン化 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

NGN の中継局接続機能は、IGS 接続機能や PSTN における GC・IC 接続機

能と異なっており、この点が IP 網同士の直接接続の実現に向けた課題となっ

ている可能性がある。具体的には以下のような課題がある。 

① NGN へのマイグレーションが先行して進められている地域 IP 網において

は、中継局接続機能として 1G メニューが存在している。他方、NGN の中

継局接続機能は 10G メニューのみが提供されているが、NGN において中

継局接続機能を利用している NTT 東西自身も、現時点では平均トラヒック

は 1G 未満となっている（ピーク時には 1G を超える場合もある）。 

② 中継局接続機能への移行が想定される IGS 接続機能では従量制（5.00 

円／3 分（NTT 東日本）、5.73 円／3 分（NTT 西日本））となっている。他

方、NGN の中継局接続機能では接続料設定単位は定額制（542 万円／

10G ポート（NTT 東日本）、654 万円／10G ポート（NTT 西日本））となっ

ている。 

③ 現在の NGN の中継局接続機能は、SIP サーバを介した QoS サービス

（0AB-JIP 電話）のみインターフェースが整備されており、ベストエフォート

サービスに対応していない。 

（中略） 

しかし、ブロードバンドの普及促進のためには、PSTN 又はメタル回線におい

て確保されていた公正競争環境の後退を極力招かないことや、事業者の積極

的な IP 網への移行が妨げられないことが重要であると考えられる。 

（中略） 

以上を踏まえ、NTT 東西の NGN と接続事業者の IP 網の直接的な相互接続

性を確保し、接続事業者のネットワークの IP 網への積極的な移行を促す観点

から、現在の中継局接続機能の更なるオープン化（設定単位の細分化・柔軟

化、インターフェースの多様化）を図るために必要な措置をとることが適当であ

る。 

・ 現在の中継局接続の設定単位等（１０Ｇメニューの設定

等）については、ＮＧＮのフィールドトライアルなどの場

で、接続事業者のご意見もよく伺った上で対応してきた

ものであり、これまでのところ、他の設定単位等の導入

に係る具体的なご要望はいただいておりません。また、

「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り方に

ついて」報告書（２００８年１２月）でも、ポート単位の定

額制接続料が妥当との考えが示されているところです。 

・ 加えて、これまでのところ、中継局接続機能の利用はＮ

ＴＴ東西間接続でしか実績がないものであり、その利用

形態については、今後のＩＰ網同士の接続の進展に伴

い、様々なご要望が上がってくる中で検討を深めていく

べきものと考えます。 

・ 既に関係事業者間の意識合わせの場にて、ＩＰ網の直

接接続について関係事業者間で議論を進めているとこ

ろであり、具体的なご要望があれば、答申案に記載さ

れた三点の課題も含め、中継局接続機能の設定単位

の細分化・柔軟化やインターフェースの多様化の検討

を進めていく考えです 。 

・ なお、「PSTN 又はメタル回線において確保されていた

公正競争環境の後退を極力招かないことが重要」とあ

りますが、冒頭に申し上げたとおり、ＩＰ網の接続につい

ては、電話時代の考え方を継続することを最優先して

当社ＮＧＮを一方的に規制するのではなく、市場環境や

競争環境の変化を踏まえ、同じＩＰ網同士の接続とし

て、事業者間の双務的な関係に基づく協議に委ねてい

ただきたいと考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

１ 中継局接続機能のオープン化 (２) 中継局接続機能に係る標準的な接続箇所(POI)の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

NTT 東西の業務が県単位で提供されている PSTN においては、接続

事業者が全国展開するためには、NTT 東西と各県の POI で接続す

ることが必要となる。これに対し、県間役務提供が活用業務として認可

されている NGN では広域接続が可能となっており、接続事業者は中

継局接続機能を利用して 1 カ所の POI で接続することにより、当該

NGN を設置する NTT 東西の全提供エリアのエンドユーザへサービ

ス提供を行うことが可能となっているという点で効率的な接続形態とな

っている（NTT 東西は、冗長性を確保するため、2 カ所で接続してい

る）。 

（中略） 

この点、現在 IGS 接続機能に係る POI は 41 ビル（NTT 東日本）、55 

ビル（NTT 西日本）に存在するため、中継局接続機能に係る POI が

同じビルにあれば、接続事業者はこれまでの伝送路を活用できる場合

も想定される。 

また、現在の POI の数のままでは、マイグレーションの進展を受けて

IP 網同士の直接接続が増加した場合、限られた POI に多数の接続

事業者が集中して接続することとなり、ゲートウェイルータの呼処理に

支障が生じる可能性や、例えば東京での輻輳の影響を全国の地域電

気通信事業者が被る可能性も否定できないことから、適切な負荷分散

を図ることが必要となる。 

以上に加え、NTT 東西が IP 網へのマイグレーションに関して実施し

た事業者アンケートの結果も踏まえると、今後接続事業者のネットワ

ークの IP 網への積極的な移行を促す観点から、IGS 接続に係る POI 

との関係やコストに留意しつつ、中継局接続機能に係るPOI を予め増

設することが必要である。 

・ 現在、当社との中継局接続のＰＯＩは２ビルとしていますが、これ

以外のビルでのＰＯＩ新設については、関係事業者間の意識合

わせの場において、事業者からご意見をよくお伺いしたうえで検

討していく考えです。 

・ なおその検討に際しては、 

① ＰＯＩ新設には各ＰＯＩビルで事業者間接続用のゲートウェイ

ルータ（ＧＷＲ）の新設が必要となること、 

② 当該ＰＯＩビルに設置するルータに接続トラヒックが集中す

ること、 

から、関係事業者のご意見を踏まえつつ、極力ルータや伝送路

の増設が少なく、効率的なネットワークを維持できるよう、できる

限り呼が集約できる場所をＰＯＩの新設場所としていきたいと考

えております。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

２ 収容局接続機能のオープン化 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

接続事業者が NGN 収容局接続機能を利用して自社ユーザに対して電話

サービスやインターネット接続サービス等を提供する場合、接続事業者が

加入光ファイバ回線を自ら設置するか調達する必要があることに加え、

NTT 収容局ビルにある収容ルータ毎に接続料の支払いを要することとな

るため、収容ルータ（1G）配下で一定のユーザ数を獲得する必要がある。 

しかし、NGN の収容局接続機能は、地域 IP 網と異なり 100M といった小口

の接続料単位のメニューが存在せず、その分獲得する必要のあるユーザ

数が多くなること等から、接続事業者が収容局接続機能を利用して電話サ

ービスやインターネット接続サービス等を提供することについては一定の課

題がある。 

次に、接続事業者から代替的措置として提案のあるフレッツ光サービスの

アンバンドルについて見てみると、現在 NTT 東西が提供しているフレッツ光

サービスは、ISP 等の接続事業者と NTT 東西が連携し、それぞれの提供

部分について料金設定を行う、いわゆる「ぶつ切りサービス」での提供とな

っており（ISP 接続）、接続事業者が NTT 東西に対して接続料を支払ってエ

ンドエンドでユーザ料金を設定し、フレッツ光サービスと同等のブロードバン

ドサービスを自社サービスとしてユーザに提供することはできていない。 

（中略） 

以上を踏まえると、収容局接続機能については、接続料設定単位の多様

化等の必要なオープン化について検討を行うことが適当である。また、接

続事業者から示されている代替案については、NGN において競争環境を

整備し、ブロードバンド普及促進を目指す観点からは、異なるアプローチを

採ることも有効と考えられることから、フレッツ光サービスの提供に係る機

能のアンバンドルを含むその他の補完的な措置についても技術的課題等

の必要な検討を行うことが適当である。 

・ ＮＧＮの収容局接続機能の設定単位等については、これま

でのところ、他の設定単位等の導入に係る具体的なご要望

はいただいておりません。また、 「次世代ネットワークに関

する接続料算定等の在り方について」報告書（２００８年１２

月）にて、収容ルータ単位の定額制接続料とすることが妥

当との考えが示されているところです。 

・ 今後、地域ＩＰ網と同様の１００Ｍメニューを設けることにつ

いて、具体的なご要望があれば、その提供に向けて検討し

ていく考えです。 

・ なお、収容局接続機能の更なるオープン化の補完的措置と

して、いわゆるフレッツ光サービスの卸提供（１ユーザ単位

の接続料化）が例示されておりますが、以下の理由から提

供は困難であり、実施する考えはありません。 

① 接続料化するには、特定のＩＳＰ事業者に対して接続を

限定する必要があるが、ＮＧＮでは特定のＩＳＰに限定

することができない仕様となっていること。 

② 仮に、接続先を特定のＩＳＰ事業者に限定しようとする

と、お客様は複数のＩＳＰを自由に切替えて利用した

り、ＩＳＰ事業者と接続せずにＮＧＮ内に閉じたサービス

を利用することができなくなり、お客様の利便性が低下

すること。 

③ そもそも、当社では個々のお客様がどのＩＳＰを選択し

ているか把握しておらず、ＩＳＰを特定することができな

いこと。 

④ 卸役務として提供するか否かは、強制されるものでは

なく、当社の判断で決定されるべきものであること。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

３ アクセス回線におけるサービス競争の現状 (１) アクセス回線におけるＮＴＴ東西の設備構築状況とサービス競争

の関係 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

通信ネットワークというインフラを用いてサービスを提供することを特性とす

る電気通信分野において競争促進を図るにあたっては、インフラを設置し

て事業を展開する事業者間の設備競争とインフラを利用して事業を展開す

る事業者も含めたサービス競争のバランスをとりながら具体的な方策を検

討することが常に必要となる。 

この点を踏まえ、NTT 東西の配線ブロックに係る設備構築状況に着目す

ると、実際の配線ブロックの大きさは様々であり、必ずしも平均戸数と一致

するものが多いわけではなく、それを下回るものも一定程度存在している。

これに加え、ブロードバンド利用率や NTT 東西の FTTH シェアなどから試

算した配線ブロック毎の競争事業者の現時点の獲得ユーザ想定数の多寡

も考慮すると、競争事業者がNTT 東西から光ファイバ回線を借りて競争的

なサービスを提供するに当たり、このような配線ブロックに係る設備構築状

況がサービス競争の在り方に影響を及ぼす可能性がありうると考えられ

る。 

光スプリッタ収容率を向上させるためには、光スプリッタのカバーするエリ

ア、つまり配線ブロックの規模を拡大することが有効とされている 37。ただ

し、単純に配線ブロック規模を拡大しただけでは、光スプリッタからユーザ

宅までのドロップ光ファイバ配線距離が長くなり、逆に開通工事稼働を増加

させることとなるとも指摘されている。 

このため、今後、公正競争環境を一層整備する観点から、例えば、戸数が

過少な配線ブロックについて設備構築状況を精査し必要な見直しを検討す

ることを含め、アクセス回線における競争促進の在り方について検討する

ことが必要と考えられる。 

・ 当社としても、今後、需要が疎なエリアにおける光配線区画

については、下記の観点から、検討していく考えです。 

 

（参考）既存の光配線区画よりもカバーエリアが広い配線区

画を設定する場合の留意点 

 

① 主端末回線の数は少なくて済むものの、局外スプリッ

タからお客様宅までの距離が一般には長くなることか

ら、分岐端末回線の料金は高くなる可能性が高いこ

と。 

② 既存の光配線区画を跨って配線する等、既存の光ファ

イバケーブルを利用できない場合は、開通納期も長く

なる場合があること。 

③ 本格運用に向けては、システム改造が必要となるこ

と。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

３ アクセス回線におけるサービス競争の現状 (２) 光ファイバの展開エリア情報、配線ブロック情報の提供の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

アクセス回線に係る競争促進を図ったとしても、展開エリア情報や配

線ブロック情報等は、NTT 東西の設備を借りてサービス提供を行おう

とする競争事業者の事業展開や設備構築に必要な情報であることか

ら、公正競争環境確保の観点から、適時適切に情報開示ルールを整

備することが重要となる。 

この点、2011 年度以降の加入光ファイバ接続料に係る認可の際に、

「光ファイバのエリア展開情報の迅速な提供、配線区画情報の提供に

係る円滑化及び透明化向上に関し、必要な取組を行うこと」が条件と

して付されている。 

以上の点や配線ブロックに係る設備構築状況がサービス競争の在り

方に影響を及ぼす可能性がありうるという前述の観点も踏まえ、ブロ

ードバンド普及促進に向け、公正競争環境を一層整備する観点から、

エリア展開情報や配線ブロック情報の開示の在り方を見直した上で、

情報開示告示の改正などの所要の措置をとることにより、接続事業者

による加入光ファイバ利用の円滑化を図ることが必要と考えられる。 

・ 現在、光の展開エリア情報については、決定後、速やかに提供

開始の概ね３ヶ月前にホームページで開示しております。 

・ 光配線区画情報については、接続事業者と協議の上、光配線

区画情報の調査方法を見直すことにより、従来、数十ビルの調

査に３～４ヶ月程度要していた期間について、数百ビルの調査

で２ヶ月以内に対応可能とするとともに、予め調査ビルと調査期

間を指定することで、定期的な光配線区画情報の提供や光配

線区画自体の変動に関する情報の提供についても、接続事業

者に対し提案し、現在、実施に向けた検討を行っているところで

す。 

・ 今後も、引き続き、接続事業者のご要望を踏まえ、情報開示の

充実化に努めていく考えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

３ アクセス回線におけるサービス競争の現状 (３) 接続事業者から示されているサービス競争促進に関する提案 
答申案 当社意見 

イ 考え方 

上記3つの提案（ＧＣ接続類似機能・光ファイバシェアリング・波長重畳

接続機能）については、いずれも加入光ファイバ接続料における分岐

単位接続料の設定との関連で示されたものであることから、現在分岐

単位接続料の設定の是非に係る検討が進められている情報通信行

政・郵政行政審議会（接続委員会）において、FTTH 市場における競

争を一層促進し、ブロードバンドの普及促進を図るため、技術面・経済

面を含む多角的な観点から検討を行うことが適当である。 

・ ＧＣ接続類似機能や光のファイバシェアリングについては、ＯＳ

Ｕ共用と同様に、 

－ＮＴＴのコアネットワークを共用することになるため、サービ

ス提供事業者に均一のサービスの提供を義務付けることに

なり､サービス進化､発展を妨げ､サービス競争を阻害するこ

とになること 

－新サービスの提供や品質向上のために、サービスの提供

方式の変更を計画した場合、コアネットワークを共用する事

業者間の調整と合意が必要となり、機動的なサービス提供

や運用対処に障害がでること 

－故障が発生した場合に、共用する事業者間での故障切分

け、原因特定、復旧措置等の連携が必要となり、故障復旧

に時間を要する等、サービスレベルが低下すること 

といった、極めて重大な問題があることから、ＮＧＮに本機能を

導入する考えはありません。 

・ また、実現にあたっては、多大なコストがかかり、低廉なユーザ

サービスの提供に支障をきたすことになります。 
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・ 波長多重接続機能については、 

－４×８分岐といった分岐方式を変更する場合、事業者間で

調整が必要となること 

－故障が発生した場合に、異なる波長帯を利用する事業者と

の間での故障切分け、原因特定、復旧措置等の連携が必

要となり、故障復旧に時間を要する等、サービスレベルが低

下すること 

といった問題はあるものの、既存のフレッツ光が利用している波

長帯とは別の波長帯を利用することになり、また当社のコアネッ

トワークは利用せず、当該接続を要望する事業者は自前で構築

するＩＰ網を利用して自由にサービスを提供することができるた

め、サービスの均一化や新サービスの提供を阻害するといった

問題は、ＯＳＵ共用やＧＣ類似接続機能、ファイバシェアリングと

比べると少ないものと考えます。 

・ ただし、波長多重接続機能を実現するためには、現在、国際標

準で決められた波長帯は全て使用しているため、国際標準化さ

れていない波長帯を利用するためには、国際標準化されること

が先決です。 

・ 仮に標準化されていない波長帯を日本独自に利用するとして

も、当該波長帯は波長幅が狭いため、現用の波長帯との干渉を

回避するために、高精度のＯＳＵ・ＯＮＵを当該接続を要望する

事業者が自ら開発し、当該事業者自ら設置する必要がありま

す。 

・ さらに、現行の当社が設置するＷＤＭスプリッタは、接続事業者

向けのポートがないため、これを置き換える必要があるため、要

望する事業者のコスト負担が必要です。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

３ アクセス回線におけるサービス競争の現状 (４) FTTH サービスにおける端末設備(ONU) の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

FTTH サービスにおける ONU の開放の是非及びその在り方に関して

も、このような利用者による端末設備の接続の考え方、これまでの端

末開放の経緯や、上述の事業者の見解を踏まえ、ブロードバンドの普

及を促進する観点から、ONU と OSU が協調して動作することで同一

芯線内に複数ユーザの通信を同時に流していることに関連する技術

的課題の整理など、必要な検討を行うことが適当である。 

・ フレッツ光ネクストファミリータイプ等で利用している、１つの芯線

を最大３２ユーザで共有するＰＯＮ方式については、当社の局舎

内のＯＳＵと各ユーザ宅に設置するＯＮＵが協調して動作してい

ます。 

・ 具体的には、下りの場合、ＯＳＵは、同一芯線内の全てのお客

様に同一の下り信号を送信し、各ＯＮＵにおいて自分宛以外の

不要な信号を廃棄することで最大３２ユーザでの通信を可能に

しています。また、上りの場合は、各ＯＮＵからリクエスト信号を

送出し、ＯＳＵ側からの指示に従って各ＯＮＵからパケットを送出

することで、最大３２ユーザでの通信を可能にしています。 

・ このように、ＯＮＵは、ＯＳＵと協調して動作することで、１芯に複

数ユーザのトラヒックを同時に流しても、個々のユーザの通信を

正常に機能させるといったネットワーク設備として果たすべき機

能を実現しております。 

・ 仮に、当社以外でＯＮＵを提供した場合、当社は、正常に動作す

るＯＮＵが設置されたか確認することができず、例えば、当該Ｏ

ＮＵを設置したユーザの通信や同一芯線内の他のユーザの通

信が正常に確立しないおそれ、あるいは、あるユーザの通信を

同一芯線内の別のユーザが傍受するおそれ等の問題も生じる

ことになります。 

・ 以上から、当社サービスのＯＮＵについては当社にて提供させ

ていただく考えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

４ 通信プラットフォーム機能のオープン化 (１) 通信プラットフォーム機能のオープン化(NNI のオープン化) 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

NTT 東西においても、コア網の移行にあたり事業者間の IP 

網間接続を円滑かつ効率的に進めるために必要となる技術

面・運用面を中心とした諸条件を関係事業者間で合わせるこ

とを目的として、2011 年 6 月に接続協定事業者をはじめと

する関係事業者と意識合わせの場を設置したところである。

この意識合わせの場においては、インターフェースの標準化

や接続形態といった諸課題について幅広く検討が行われて

おり、今後 IP 網間接続を利用したサービスの実現に向け

て、通信プラットフォーム機能のオープン化に資する議論が

行われることが期待される。 

（中略） 

PSTN からのマイグレーションが現に進む中、ネットワークの

多機能化・高度化等を踏まえた多様な接続ニーズが生じて

いることから、その方向性は一層強まっていると考えられる。

以上から、ブロードバンド普及促進に向けては様々な事業者

による多様なコンテンツ・アプリケーションサービス等の柔軟

な提供を可能とすることが必要となることに鑑み、IP 網同士

の直接接続が現に検討される中、PSTN において具備・アン

バンドルされている機能を参考に、NGN におけるネットワー

ク同士を接続するためのインターフェース（NNI）において、通

信プラットフォーム機能の一定のオープン化を検討すること

が適当である。 

・ インターネット上では既に、Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｐｐｌｅ、Ａｍａｚｏｎといったグローバ

ルプレイヤーや、国内においても例えばモバゲー、グリーといったゲーム

配信プロバイダ等をはじめとして、多様なプレイヤーが自ら課金・認証等

のプラットフォーム機能を用意して、多種多彩なコンテンツ・アプリケーショ

ンサービスを提供しています。 

・ こうした中、プラットフォーム機能については、これまで再三申し上げてき

たとおり、他事業者から具体的な接続要望もないのが実情です。 

・ 通信プラットフォーム機能を用いてお客様ニーズに即した多種多様なサー

ビスを提供し、お客様利便の向上を図るためには、まずは、要望される事

業者が、どのようなサービスを提供するのか、そのためにはどういった接

続形態でどのような機能が必要なのか等、要望内容を具体化していただ

くことが必要であると考えており、ただ漠然と「帯域制御機能」や「優先制

御機能」等のアンバンドル化を要望されても、どのような機能をどのように

提供すればよいかもわからず、具体的な検討を進めることはできません。 

・ したがって、プラットフォーム機能の実現については、事業者から具体的

な要望をいただき、事業者間でよく話し合った上で、できる限り早期かつ

低廉に実現できる方法で対応していくといった進め方が現実的な方法で

あると考えます。 

・ 当社としては、具体的なご要望をいただければ、関係事業者による意識

合わせの場でも検討を進めていく考えです。 

・ ただし、冒頭でも申し上げたとおり、情報通信市場では、固定とモバイル

のブロードバンド化、プレイヤーの多様化、市場のグローバル化といった

市場環境・競争環境のパラダイムシフトが進展しており、サービスを提供

する通信事業者が当初ＮＴＴ１社しかなく、アプリケーションも音声通信し

かなかった電話時代とは大きく状況が異なっていることから、ＰＳＴＮで具

備・アンバンドルされている機能を前提に検討を行うことは不適切と考え

ます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

４ 通信プラットフォーム機能のオープン化 (２) 通信プラットフォーム機能のオープン化(SNI のオープン化) 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

しかし、NGN の SNI における通信プラットフォーム機能のオープン化

の進め方については、NTT 東西が主導すべき（接続事業者）との意

見と、事業者から具体的な要望を示すべき（NTT 東西）との意見が示

されており、事業者間で見解が異なっている。 

なお、NGN の SNI メニューである「フレッツ・キャスト」について、地域

IP 網における SNI メニューに相当する「フレッツ・v6 キャスト」と比較

すると、NGN においては、各県内のフレッツ光ネクストユーザに限定

してコンテンツ配信を行う「地域メニュー」がなく、NTT 東西全域のフレ

ッツ光ネクストユーザへ配信を行う「広域メニュー」に 200Mbps、

300Mbps といったメニューが追加されている。また、地域 IP 網では、

10Mbps でのコンテンツ配信プラットフォーム機能を提供する「フレッ

ツ・オンデマンド」等が存在しているといった違いがある。 

以上から、多様な事業者による創意工夫を活かしたサービスの提供を

通じてブロードバンドの普及促進を図るため、後述のNGN における機

能に係るアンバンドルの考え方も踏まえつつ、NGN の SNI における

通信プラットフォーム機能の一定のオープン化（内容・手法）の検討を

進めることが適当である。 

・ 前述のとおり、プラットフォーム機能については、具体的な提供

要望もないのが実情です。 

・ 通信プラットフォーム機能を用いてお客様ニーズに即した多種

多様なサービスを提供し、お客様利便の向上を図るためには、

まずは、ご要望される事業者がどのようなサービスを提供する

のか、そのためにはどういった接続形態でどのような機能が必

要なのか等、 ご要望内容を具体化していただきたいと考えてお

り、どのような機能をどのように提供すればよいかもわからず、

具体的な検討を進めることは困難です。 

・ したがって、プラットフォーム機能の実現については、事業者か

ら具体的なご要望をいただき、事業者間でよく話し合った上で、

できる限り早期かつ低廉に実現できる方法で対応していくといっ

た進め方が現実的な方法であると考えます。 

・ なお、当社では、従前より、コンテンツ・アプリケーション事業者と

アライアンスを進めてきており、当該事業者からの個別具体的

なご要望に基づき、認証機能や課金機能、映像配信機能といっ

たサービスを提供しているところであり、引き続き、コンテンツ・ア

プリケーション事業者と具体的なサービス提供に向けよく話し合

いながら、お客様にとって使い易いサービス提供に努めていく考

えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

４ 通信プラットフォーム機能のオープン化 (３) 一種指定設備の機能に係る情報開示の在り方 
答申案 当社意見 

イ 考え方 

NGN や地域 IP 網を構成するルータ等については 2001 年の当審議会答申（「IT 

時代の接続ルールの在り方について」）における整理を踏まえ、200１年以降網

機能提供計画の対象とはされていないものの、NTT 東西の網改造着手後、接

続事業者が時宜を逸することなく自網における対応を検討できるよう、情報開

示告示により、一定の情報開示が NTT 東西に対し義務づけられ、その開示の

在り方についても改善が図られてきた。 

以上の経緯を踏まえた上で、以下の点を考慮すると、ルータ等に関して、「接続

を前提として開発されたもの」ということを一つの理由として網機能提供計画の

対象外とされたような考え方については、今後必ずしも妥当しなくなる場合も想

定される。 

①NGN は今後も段階的に機能が追加されることが想定されるネットワークであ

り、接続事業者が当該追加機能を利用して創意工夫を活かした多様なサービ

スを NTT 東西の利用部門と同程度の時期に提供するためには、当該機能の内

容、提供エリア、追加時期など必要な情報を早期に入手可能とすることがより

一層必要となること 

②NTT 東西のネットワークのマイグレーションの進展や IP 網同士の直接接続な

どを踏まえて接続事業者から NGN の各種オープン化要望が示されていること 

このため、ルータ等を直ちに網機能提供計画の対象に含め事前に接続事業者

に対して意見を述べる機会を与えるべきとまで現時点で判断するには至らない

ものの、今後の IP 網同士の直接接続の進展を踏まえ、ブロードバンドの普及を

促進する観点から、網機能提供計画の対象となる設備において届出が義務づ

けられている事項を参考とし、NTT 東西の一種指定設備に係る網機能の追

加・変更に当たり、①「機能の内容」に関する情報を事前に提供することや②現

在の情報開示告示に明記されていない SNI の条件を開示することなど、事業

者の具体的な意見を踏まえつつ、情報開示告示を改正することも含め、情報開

示の在り方の見直しを検討することが適当である。 

・ 現在、ＩＰ網における機能の追加、変更に伴うインターフ

ェース条件の情報開示については、情報開示告示に基

づき、適宜適切に、インターフェース仕様、通信プロトコ

ル、提供予定時期等の他事業者のネットワークとの接

続に必要な情報開示を実施しております。 

・ また、ＳＮＩの情報開示については、当社が新サービス

を提供する際に、ＳＮＩを利用したサービス概要、提供

予定時期等について、報道発表等を実施し、当社ホー

ムページで公開するとともに、関連する事業者の方々

には説明しております。 

・ したがって、当社としては、既に必要な情報開示は十

分実施していることから、新たな措置は不要と考えま

す。 

・ なお、「ルータ等に関して、「接続を前提として開発され

たもの」ということを一つの理由として網機能提供計画

の対象外とされたような考え方については、今後必ず

しも妥当しなくなる場合も想定される」とありますが、ル

ータのような開発のペースが早く、早期に陳腐化してし

まう設備に網機能提供計画のような規制を課すこと

は、多彩なサービスの迅速かつ柔軟な提供に支障が

生じ、お客様に多大なご不便をおかけすることになりま

す。 

・  また、他事業者は、ルータ等の設備を自前設置して

独自サービスを迅速に提供できる一方、当社だけがル

ータにかかる情報をサービス提供に先立って開示を義

務付けられ、サービス開始が遅れることは著しく公平性

を欠き、市場等の変化に逆行するものと考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

５ NGN の段階的発展に対応したアンバンドルの考え方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

NGN は既存の光提供エリア全域をカバーし「発展期」に移行しているが、新たな機

能のアンバンドルは行われていない。この背景には、競争事業者から様々な利用

ニーズは示されたものの、現在のアンバンドルの考え方（①「具体的な要望がある

こと」、②「技術的に可能であること」、③「過度な経済的負担がないことに留意」）に

照らし、アンバンドルするとの判断にまで至らなかった事例が複数存在している。 

このような状況に鑑み、創意工夫で新たなサービスを生み出すことが期待されてい

る NGN の特性や、PSTN からのマイグレーションの動向も踏まえ、（中略）NGN 

の段階的発展に対応したアンバンドルの考え方を以下のとおり整理することが適

切である。 

① 具体的な要望があること 

以下に該当する各機能に関し、具体的な要望の有無との関連を見直すことが適当

である。 

・ PSTN（及びアクセス回線）においてアンバンドルされている機能で、NGN へのマ

イグレーション後も NTT において提供予定のユーザサービスを実現するために

必要と認められる機能 

・ PSTN においてアンバンドルされている機能は、競争環境の異なる NGN におい

て必ずしもその全てを実現すべきとまではいえないものの、NGN へのマイグレ

ーションに伴い PSTN で実現していた公正競争環境が著しく損なわれる場合に、

事業者及び利用者の積極的な移行を促進するため、マイグレーション期間中、こ

うした競争環境の変化を NGN において真に補完する必要があると認められる機

能 

・ PSTN において実装されていない機能ではあるが、事業者の創意工夫を阻害し

ないことに留意しつつも、オープン化されることで NGN の利活用やブロードバン

ドの普及促進につながると認められる機能 

他方、（中略）上記機能がアンバンドルされた場合の「利用ニーズ」という意味での

「具体的な要望」は競争事業者から示されることが適当である。 

・ アンバンドルについて、三つの要件の考え方を整理

されていますが、それぞれについて、以下の観点が

必要と考えます。 

 

①「具体的な要望があること」 について、「「利用ニ

ーズ」という意味での「具体的な要望」は競争事

業者から示されることが適当である」とあります

が、冒頭申し上げたとおり、まずは、ご要望され

る事業者が、どのようなサービスを提供するの

か、そのためにはどういった接続形態でどのよう

な機能が必要なのか等、ご要望内容を具体化し

ていただくことが必要と考えます。 

 

②「技術的に可能であること」について、「現時点で

は技術的に可能でない場合であっても、その後

の段階的な設備更改を経て対応可能となること

があるという点も留意」とありますが、多くの場

合、設備更改だけで新たな機能が具備される訳

ではなく、実現のため機能開発が必要となるもの

であり、また、理論的には開発等を行うことによ

って機能提供そのものは技術的に可能である場

合でも、その機能・装置自体が国際標準化され

ていない技術によるものであれば、当社のＮＧＮ

の「ガラパゴス化」を招くこととなるため、少なくと

もそのような開発を伴うアンバンドルは実施すべ

きでないと考えます。 
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② 技術的に可能であること 

電気通信分野における技術革新のスピードも踏まえ、技術的に不可能でない限

り、技術的に実現可能な範囲の機能を特定した上で、必要なアンバンドルを行うと

整理することが適当である。 

なお、現時点では技術的に可能でない場合であっても、その後の段階的な設備更

改を経て対応可能となることがあるという点も留意することが必要である。 

 

③ 過度に経済的な負担がないことに留意 

以下の例に照らせば、新たな機能のアンバンドルを行ったとしても、NTT 東西が追

加的コストについて当該機能を利用する接続事業者から適切に回収できる場合に

は、「過度な経済的な負担」に当たるとは必ずしもいえないと整理することが適当で

ある。 

（例）2011 年度からの加入光ファイバ接続料は、3 年間の将来原価を設定するこ

とで投資コストを回収すると整理するとともに、将来の需要予測の不明確性から、

実績コストと実績収入の差分（乖離額）を後年度に調整することを特例的に認めた

経緯がある。 

 

また、以下の例に照らせば、システム改修等の追加的コストが高額であっても、順

次改修等を行い、接続料原価に算入していく場合は、公正な競争環境に照らし、

「過度な経済的負担」に当たるとは必ずしもいえないと整理することが適当である。 

（例）NGN のサービス提供エリアが段階的に拡大されたことに対応し、接続約款の

認可にあたり、アンバンドルされた機能についても段階的に提供エリアを拡大する

ことを実行上認めている。 

 

③「過度に経済的な負担がないことに留意」につい

て、「新たな機能のアンバンドルを行ったとして

も、NTT 東西が追加的コストについて当該機能

を利用する接続事業者から適切に回収できる場

合には、「過度な経済的な負担」に当たるとは必

ずしもいえない」とありますが、接続料は、実績

原価方式に基づき、実際にかかったコストを当該

機能を利用する事業者から速やかに回収するこ

とが基本であると考えており、アンバンドルの実

現に必要となる開発コスト等についても、実際に

かかったコストに基づき、原則として要望事業者

から速やかに回収すべきものであると考えます。 

なお、今後どのように利用され、どれだけの需要

が出るか分からない全く新しい機能の回収方法

として、加入光ファイバのように、ある程度の実

績が積み上がっており、一定程度の予測が可能

であることから採用している将来原価方式を例

示としているのは不適切であると考えます。 

また、システム改修費用は、エリア拡大とは関係

なく、開発時点から発生することから、システム

改修費用の回収方法の例示としてエリア拡大を

用いることは不適切であると考えます。 

 

・ いずれにしても、アンバンドルの要否については、

個々の機能について、その必要性や市場環境・サ

ービス動向等を総合的に勘案した上で、個別に検

討・判断すべきものと考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

６ ネットワークの移行に伴う事業者間協議の在り方 (１) 事業者間協議における透明性向上 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

今後 PSTN から IP 網へのマイグレーションが進む中、IP 網同士の

直接接続が増加すると想定され、上述の例に示されるような事業者間

協議の不調は、結果として IP 網同士の直接接続を阻害する要因とな

り得ることから、ネットワーク事業者間の接続を円滑化し、ブロードバン

ド普及促進を図る観点から、とりわけ接続料算定に係る事業者間協議

の透明性を向上させることが必要である。 

具体的には、協議のプロセス、接続料の課金方法、事業計画等に係

る聴取範囲の明確化（相手方への聴取に理由があると考えられる事

項、ないと考えられる事項）などについて整理を図り、できる限り透明

性の高い方法により事業者間で考え方を共有できるよう必要な取組を

行うことが適当である。 

・ ２００９年１０月の「電気通信市場の環境変化に対応した接続ル

ールの在り方について」答申において、一部の固定事業者がひ

かり電話網の接続料よりも不当に高い接続料を設定し、事業者

間取引のバランスが損なわれる、いわゆる「逆ざや問題」につい

ては「（二種指定制度の運用ガイドライン制定に伴う動向を注視

した上で）固定通信市場を含め、段階的に対応することが適当」

とされ、また、「競争セーフガード制度の運用に関する意見募集

（2010 年度）」に対する総務省殿の考え方では、「非指定事業者

の積極的な対応により現行の接続料の適正性の向上が期待さ

れるところである」、「総務省においては、関係事業者による今後

の取組状況を注視すること」とされております。 

・ しかしながら、一部の固定電話事業者の設定する接続料がひか

り電話接続料よりも高額となる逆ざや問題が発生し、さらにその

影響額は年々拡大している状況にあり、当社としては、当該接

続料の妥当性を判断すべく、協議等で具体的な算定根拠の提

示を再三求めておりますが、当該事業者からは全く応じていた

だけない状況にあります。 

・ このような状況を踏まえると、答申案にある「協議のプロセス、接

続料の課金方法、事業計画等に係る聴取範囲の明確化」等の

整理を行い、後は事業者間協議に委ねるだけでは、非指定事業

者の接続料の適正性の十分な向上を期待することは困難であ

るため、総務省においては、まずは、適正な接続料設定に向け

たガイドラインの策定等の措置を講じていただき、速やかに固定

電話事業者の接続料について透明性を確保し、適正性を検証

する仕組みを設けていただきたいと考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第２章 NGN のオープン化によるサービス競争の促進 

６ ネットワークの移行に伴う事業者間協議の在り方 (２) 固定電話発携帯電話着通話サービスに係る料金設定の在

り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

今般、着信側事業者が設定する通話料金は割高であり、ユーザ（発信

者）にとって適用される通話料金が分からないといった指摘がなされて

いるため、上述の研究会等における整理や携帯電話事業者（着信）側

が設定する通話料が NTT 東西（発信側）の設定するものと比べ、多く

の時間帯で依然一定程度上回っていることも踏まえ、料金体系の違い

について事業者や国から利用者に周知するよう努めるとともに、これ

までの整理が今後もそのまま妥当するかという点も含め、現状の料金

設定の在り方について関係事業者間において必要な見直しを行うこと

が適当と考えられる。 

・ ユーザ料金については、当該料金を設定している事業者自ら

が、ネットワークコストや市場環境等に基づき決定するものと考

えますが、現時点、携帯電話事業者が料金設定している加入電

話発のユーザ料金については、 

① 着信先事業者によっては、当社が設定する場合の料金に比

べ、同じ接続形態にも係わらず３分間で２倍以上の料金とな

っている 

② 各携帯電話事業者間の料金を見比べた場合、３分７０円か

ら１２０円となっており、発信側のお客様はどの料金が適用

されるか分からない 

といった状況となっております。 

・ こうしたことから、当社としては、お客様利便の向上の観点か

ら、携帯電話事業者自らが、このような料金格差を是正し、料金

の低廉化を図っていただく、あるいは、お客様自身が利用する

料金を認識出来るようにするについて検討していく必要があると

考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第３章 モバイル市場の競争促進 

１ ネットワークレイヤーのオープン化 (１) 第二種指定電気通信設備制度の見直し 
答申案 当社意見 

イ 二種指定設備制度の適用対象 

(ウ) 考え方 

１） 適用対象の見直しの必要性 

まず、MNO 間の関係について、加入者シェアに着目すると、現在のモ

バイル市場では、全国で事業を展開している事業者の上位 3 社（NTT 

ドコモ、KDDI 及びソフトバンクモバイル）の加入者シェアは、制度運用

開始時と比較して、未だ若干の開きはあるものの近接してきており、

交渉上の優劣の差は縮小してきている一方で、加入者シェア第 4 位

の事業者のシェアは第 3 位の事業者とは大きな開きがあり、交渉力

に顕著な優劣が生じている可能性があると考えられる。 

（中略） 

このような中で、上位 2 社を二種指定事業者として接続料等の公平

性・透明性等を担保するための規律を課している現状は、公正な競争

を通じてユーザの利益を確保するという観点から、見直しを行うことが

必要となっていると考えられる。 

（中略） 

制度運用開始当時と比較して交渉上の優位性の関係性が変化してお

り、優位な交渉力を持つ電気通信事業者であっても、現在の適用基準

では二種指定事業者の指定を受けない場合が存在し得ると考えられ

る。よって、二種指定設備制度に係る規制の適用対象を見直し、拡大

することにより、モバイル市場における電気通信事業者間の交渉力の

不均衡の問題に対応し、公正競争環境を確保することが適当である。

・ 携帯電話事業者に対する第二種指定電気通信設備制度は、

「電波の有限希少性により新規参入が困難な寡占的な市場に

おいて、相対的に多数のシェアを占める者が有する接続協議に

おける強い交渉力・優位性」に対する規制であり、基本的に電波

の有限希少性に拠るものです。電波の割当を受けて携帯電話

サービスを提供する事業者は、電波という公共財を利用してい

ることから、すべての携帯電話事業者（ＭＮＯ）には同等の競争

ルールが適用されるべきであり、「第二種指定電気通信設備制

度の運用に関するガイドライン」等についても等しく適用される

べきと考えます。 

・ 携帯電話の音声接続料については、第二種指定電気通信事業

者と、ユーザ数の規模に比べて設備投資額が少ない携帯電話

事業者（二種指定以外の一部の事業者）の接続料水準の格差

が近年拡大している状況です。すべての携帯電話事業者（ＭＮ

Ｏ）を同等に規制の対象とすることにより、各事業者の接続料算

定根拠の算定方法の統一や透明性確保が図られ、自ずと水準

格差も縮小し、結果として利用者料金の格差も是正されるものと

考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第３章 モバイル市場の競争促進 

１ ネットワークレイヤーのオープン化 (２) 禁止行為規制の見直し 
答申案 当社意見 

イ 禁止行為規制の内容 

(ウ) 考え方 

モバイル市場は、スマートフォン等の急速な普及とそれに伴う新たな

サービスの出現に見られるような著しい変化の中で発展を見せてお

り、その過程で我が国の電気通信事業者と海外事業者との提携等も

進展しているところである。このため、我が国のモバイル市場におい

て、禁止行為規制が電気通信事業者の事業提携・事業展開や技術開

発等を必要以上に制限することにより、結果として国際競争力やユー

ザ利便を損なうこととならないよう、制度の慎重な運用や、適時適切に

見直しを行っていくことが求められる。 

・ モバイル市場にて、国内の通信事業者と海外事業者との提携

等も進展していることなど、大きな環境の変化が進んでいること

を踏まえ、携帯電話事業者に課せられている禁止行為規制に

関して、「国際競争力やユーザ利便を損なうこととならないよう、

制度の慎重な運用や、適時適切に見直しを行っていくことが求

められる」とされていますが、先述のとおり、固定通信も含む情

報通信市場全体で、固定とモバイルのブロードバンド化、プレイ

ヤーの多様化、市場のグローバル化といった市場環境・競争環

境のパラダイムシフトが急速に進展している実態を踏まえ、一種

指定事業者に対する禁止行為規制の運用やその規制内容の見

直しについても、是非議論していただきたいと考えます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第３章 モバイル市場の競争促進 

２ プラットフォーム・端末レイヤーのオープン化 (２) SIM ロック解除の推進による端末レイヤーのオープン化 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

利用者の多様な選択肢の確保や、電気通信事業者等による柔軟な事

業展開を可能とする観点から、SIM ロック解除については、引き続き

推進していくことが適当である。 

この点につき、「SIM ロック解除に関するガイドライン」において、SIM 

ロック解除に関し、当分の間、法制化に係る検討は留保することとし、

事業者による主体的な取組により実施されることが適当としているとこ

ろである。同ガイドラインは、2011 年度以降新たに発売される端末の

うち対応可能なものから解除としており、同ガイドラインに基づく取組

は開始されたばかりであることから、現時点において、SIM ロック解除

に向けた事業者等の取組の状況を評価した上で、制度的な措置につ

いて検討を行うことは時期尚早であり、引き続き市場の動向を注視し

つつ、その推進を図ることが適当である。 

・ お客様からみれば、端末の機能、ネットワークのつながりやすさ

や料金等をそれぞれ比較検討して、端末や通信事業者を自由

に選択できることが望ましいと考えます。 

・ これに対し、ＳＩＭロックのような仕組みは、お客様にとって使い

やすい端末や品質の良いネットワークを利用したいというニーズ

を阻害するものであり、お客様の利便性の向上や更なる市場活

性化を図る観点から望ましくないことから、お客様が端末とネット

ワークをそれぞれ自由に選択できるようにすることが必要と考え

ます。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第４章 線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

１ 電柱・管路等の使用に関する手続の簡素化・効率化等  (１) 手続の電子化等の促進 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

(イ) 道路占用許可等に係る手続 

電気通信事業者より、次のような課題が挙げられている。 

① 道路の種別に応じて道路管理者が国・都道府県・市町村と様々であり、これ

ら複数の道路管理者に対して個別の手続が必要となるほか、道路管理者の

違いに応じて必要となる書類の様式が異なる場合がある。 

② 国が道路管理者となっている直轄国道についても、国道事務所や維持出張

所ごとに必要となる書類の種類やその様式が異なる場合がある。 

③ 道路占用許可を受けた後に道路が他の道路管理者に移管された場合にお

いて、道路占用許可の申請者が旧来の内容の廃止を申請した上で、新たな

道路管理者に改めて申請しなければならない場合がある。 

河川占用許可や河川保全区域における工作物の新設等の許可等について

も、一部同様の課題が挙げられている。 

①については、法令上、道路占用許可の申請は各道路管理者に対して行うこ

とが必要であるとともに、具体的にどのような添付書類により申請を求めるかと

いった点については、各道路管理者の判断に委ねられているところである。し

かしながら、申請に当たっての電気通信事業者の負担を軽減する観点から

は、手続のワンストップ化や、必要となる書類の標準化を含む手続の簡素化・

効率化が図られることが望ましい。 

（中略） 

現状において、②や③に関する電気通信事業者からの具体的な改善要望が

国土交通省に伝わっておらず、また、電気通信事業者の側でも、具体的な要望

を直接国土交通省に伝えることに躊躇する傾向が見られるところである。この

ため、総務省において電気通信事業者からの具体的な改善要望を集約し、国

土交通省や地方公共団体に対して伝達する仕組みを構築することが望まし

い。 

・ 道路管理者が行う占用許可手続きについては、一部の

政令指定都市についてはシステム化がなされているも

のの、その他大半は書類による手続きとなっているた

め、申請事務作業の軽減化を図る観点から、申請手続

きの電子化を推進していただきたいと考えております。 

・ また、現在、各道路管理者や各河川局で申請様式や添

付書類の様式が異なっており、申請事務作業の効率化

を図る観点から、統一化を推進していただきたいと考え

ております。 

・ なお、上記の実現に向けて、ブロードバンド普及促進を

促すものとして、総務省殿からも積極的に各主管省庁

への働きかけをいただけるよう、お願いしたいと考えま

す。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第４章 線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

１ 電柱・管路等の使用に関する手続の簡素化・効率化等  (２) 調査回答期間の短縮 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

設備を使用する一部の電気通信事業者からは、電柱の使用に係る調

査について、近時では回答まで 2 か月を要するといった場合は例外的

であるとの見解も示されている一方、電柱・管路ガイドラインは、電柱、

管路、とう道、ずい道、鉄塔等の様々な設備を対象としており、かつ、

定型的な引込線申込みと延伸等の大規模な工事を伴うものでは状況

が異なると考えられる等、具体的にどの程度の調査回答期間が適切

であるかについては、ケースバイケースでの判断が必要となる。 

また、一部の設備保有者からは、電気通信事業者が提出する必要書

類に不備や漏れが多く、書類の再提出等により回答に時間がかかっ

ており、不備のないよう適切に提出すべきであるとして、電気通信事業

者に対する手続の改善を求める意見もあるところである。 

利用者のニーズ等に応じた速やかな光ファイバ等の敷設を可能とする

観点からは、調査回答期間は可能な限り短縮することが望ましいもの

であるが、上記のような現状を踏まえると、まずは当事者間での協議

を通じ、様々な場合ごとの適切な調査回答期間について、関係者が共

通認識を持つことが必要であり、当面はその状況を注視することが望

ましい。 

・ 当社は、これまでも可能な限り電柱、管路等の調査回答期間の

短縮化に努めており、 

- 電柱については、総務省ガイドラインでは 2 ヶ月以内と定め

ているところ、当社としては自主的に 1 ヶ月以内と定めて公

表、実施 

- 管路については、総務省ガイドラインでは 2 ヶ月以内と定め

ているところ、当社としては自主的に、距離が 1km 未満の申

込みであれば概ね１ヶ月以内、距離が 1km 以上の申込みで

あれば概ね１ヵ月半以内で回答 

しているところです。  

・ なお、当社は、以上のような電柱・管路等の標準的な調査回答

期間について、ホームページに開示しておりますが、他事業者

から具体的にご不明な点等をお申し出いただければ、ご説明さ

せていただく考えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第４章 線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

１ 電柱・管路等の使用に関する手続の簡素化・効率化等  (３) 電柱の強度の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

設備保有者は、通常、法令等で定める最小規格を上回る強度で電柱

を設置しており、その上で、技術基準に照らして可能な場合に設備の

提供を行っている。電柱・管路ガイドラインは、その際に設備の提供を

円滑化するためのルールとして定められたものである。 

したがって、あくまでも設備保有者の本来の設備設置目的に適合する

範囲内において電気通信事業者に対して電柱の使用を可能としてい

るところであり、これを超えて設備保有者にあらかじめ電気通信事業

者の使用を前提とした電柱の強度を求めることは、結果として当該電

柱が電気通信事業者に使用されず、設備保有者に対して本来の設備

設置目的を超える費用負担を強いることとなるおそれがあることから、

適当ではないと考える。 

他方、設備保有者による電柱の設置に当たっては、通常、土地等の使

用に当たって公益事業特権を付与されて行うものであることを踏まえ

ると、希望する電気通信事業者による使用を最大限可能とすることに

努めるべきであり、この点を踏まえた対応を行うことが望ましい。 

・ 需要の見えない他事業者の利用分を予め考慮して、当社が設

備を構築するのは、トータルコストの増加を招き、お客様への低

廉なサービスの提供に支障をきたすことになりかねないことか

ら、今回の答申案において「設備保有者にあらかじめ電気通信

事業者の使用を前提とした電柱の強度を求めることは、結果と

して当該電柱が電気通信事業者に使用されず、設備保有者に

対して本来の設備設置目的を超える費用負担を強いることとな

るおそれがあることから、適当ではない」と整理されている点に

ついて、賛同いたします。 

・ なお、当社は、当社電柱の貸出しにあたって、自主的にオープン

化に取り組むとともに、事業者の要請にも応えてきたところで

す。例えば、新たな添架ポイントの開放（２００５年９月実施）、Ｗ

ｅｂによる電柱添架申請の受付（２０１０年１２月開始）等に取り組

んでおり、今後とも線路敷設基盤をより利用しやすい環境づくり

を進めていく考えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第４章 線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

２ マンション向け光屋内配線の開放 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

マンション向け屋内配線の設置形態には光配線方式、LAN 配線方

式、VDSL 配線方式の 3 種類があり、そのうち光配線方式が NTT 東

西のマンション向け FTTH サービスに占める割合は、接続ルール答申

時（2009 年 10 月）には約 3％であったが、2011 年 3 月末時点では約

17％（NTT 東日本）、約 16％（NTT 西日本）まで上昇している。 

これに対し、VDSL 方式は接続ルール答申時には約 97％であった

が、2011 年 3 月末時点では約 80％（NTT 東日本）、約 84％（NTT 西

日本）に低下している。 

以上の状況は光屋内配線の法的位置づけを変えるまでには至ってい

ないと考えられ、一種指定設備として指定する必要性については、引

き続き状況を注視していくことが適当である。 

他方、転用ルールについては、マンション向け FTTH の場合、マンショ

ン一棟ごとに一の事業者が契約を獲得する場合が多く、屋内配線の

転用が出来ない場合には、既存事業者による顧客のロックイン効果が

一層高くなることから、屋内配線を転用する必要性・有用性は戸建て

向け FTTH の場合より高いと考えられる。 

この点、マンションの設備設置形態は千差万別であり、転用ルールの

整理に当たっては、具体的な要望内容を整理する必要がある。現在

NTT 東日本と KDDI の間で具体的なマンションにおける相互転用協

議を続けている状況にあることから、これを引き続き注視することとし、

転用手続や条件等の転用ルールに係る具体的内容が出来る限り速

やかに整理されるよう、事業者間協議の一層の促進を図ることが適当

である。 

 

 

 

・ マンション向け屋内配線については、「電気通信市場の環境変

化に対応した接続ルールの在り方について」答申(２００９年１０

月)において「ＮＴＴ東西自らでなく、マンションの管理組合やデベ

ロッパーが設置する場合など多様な形態が存在すること、さら

に、ＮＴＴ東西の局舎からマンション共用部までの回線敷設と、マ

ンション向け屋内配線の敷設は別々に行うことが一般的である

ことから、戸建て向けの場合と異なり、ＮＴＴ東西と接続事業者

の間の工事回数の同等性確保を考慮する必要はないと考えら

れることから、マンション向け屋内配線は一種指定設備に該当

すると整理する必要はない」旨示されており、現段階においても

その状況に変わりはないことから、マンション向け屋内配線を第

一種指定電気通信設備にする必要はないと考えます。 

・ なお、「マンション向け FTTH の場合、マンション一棟ごとに一の

事業者が契約を獲得する場合が多く」とありますが、現在では、

新築分譲時においてお客様が複数の事業者のサービスを選択

できるマルチキャリア化など、マンション一棟に対して複数の事

業者が契約を獲得する事例が多くなってきております。 
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他方、転用ルールについては、マンション向け FTTH の場合、マンショ

ン一棟ごとに一の事業者が契約を獲得する場合が多く、屋内配線の

転用が出来ない場合には、既存事業者による顧客のロックイン効果が

一層高くなることから、屋内配線を転用する必要性・有用性は戸建て

向け FTTH の場合より高いと考えられる。 

この点、マンションの設備設置形態は千差万別であり、転用ルールの

整理に当たっては、具体的な要望内容を整理する必要がある。現在

NTT 東日本と KDDI の間で具体的なマンションにおける相互転用協

議を続けている状況にあることから、これを引き続き注視することとし、

転用手続や条件等の転用ルールに係る具体的内容が出来る限り速

やかに整理されるよう、事業者間協議の一層の促進を図ることが適当

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ なお、ＫＤＤＩ殿とは、以前より集合住宅における光屋内配線の

相互転用に向けた協議を行っており、その協議において、当社

から、相互転用の実施に向けた基本的な考え方として以下の①

から④をお示ししたところ、ＫＤＤＩ殿においても、これらの条件を

ベースに具体的なケースにおいて詳細を検討していくことでよい

との合意をいただいております。 

① 費用負担は転用する設備の残存価額（２０１０年９月２８日

に認可を受けた既設光屋内配線を転用する場合の工事

費に係る「既設設備負担額」と同じ考え方で算出する額）を

ご負担いただくこと 

② 転用設備は転用される側から転用する側へ資産譲渡する

こと 

③ 転用工事は、転用する側が工事を実施することが最も効

率的と考えていること 

また、工事の実施にあたっては安全性確保等が必要と考

えていること 

④ その他円滑な相互転用の実施にあたっては申込方法、設

備管理方法等について双方で意識を合わせた上で整備し

ておく必要があること  

・ これらを踏まえて、まずは個別物件でトライアルすることとし、昨

年１０月にＫＤＤＩ殿にて物件を選定の上、ご提示いただくことで

双方合意しましたが、現時点で、未だＫＤＤＩ殿から物件の提示

がない状況です。 

・ 今後、相互転用の実施に向けて、当社とＫＤＤＩ殿との協議にお

いて、様々な設備形態毎に想定される具体的な課題を整理する

とともに、課題の検証を行うため、ＫＤＤＩ殿から個別物件を提示

いただき、トライアルを実施する考えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第４章 線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

３ 地中化エリアへの対応 (１) 加入光ファイバの部分的な開放に関するルール整備 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

光ファイバの部分的な開放は、競争事業者が地中化された地域にお

いて追加的に光ファイバを敷設できない場合に、NTT 東西が既に敷

設した光ファイバのうち必要な部分のみを借りることで効率的な事業

展開を可能とするものであり、NTT 東西においては光ファイバの利用

率を上げるとともに、一定程度の光ファイバ設備を有する他事業者に

おいては事業展開の柔軟性を高め、（競争事業者が上部区間の光フ

ァイバを敷設・活用するという点で）設備競争を促進する効果が期待さ

れるものである。 

他方、メタル回線において部分的な開放を行った際と異なり、①相互

接続点における光ファイバの部分的な開放に係る技術的可能性、②

下部区間が上部区間と切り離されることによる一種指定設備としての

位置づけの整理、③部分的な開放を行うために必要となるコストの特

定などが必要となるため、まずは事業者間協議において光ファイバの

部分的な開放に係る具体的な課題を整理する必要があるが、東日本

大震災の影響もあり、3 月以来協議が十分に進んでいない状況にあ

る。したがって、ルール化に向けて解決が必要な課題を整理すべく、

事業者間協議を一層進めることが適当と考えられる。 

・ 当社光ファイバの電柱上からお客様宅までの区間だけを貸し出

すことについては、要望事業者からの具体的なご要望を踏まえ

て接続条件や追加費用等について検討していく考えですが、現

時点で想定される課題としては、以下のような点があると考えま

す。 

- 引込線下部について切り離す必要があり、保守や設備管理

が困難であること。 

- 柱上にＰＯＩ－ＢＯＸを設置するほか、ＰＯＩ－ＢＯＸと当社クロ

ージャー内の引込線接続端子の間をつなぐ必要があり、電

柱の強度やスペースの不足等により、提供できないケース

があること。 

・なお、当社は地中化エリアについても、当社が所有する管路に

ついては、引き込み部分も含めて、空きがあれば他事業者へ貸

し出しておりますし、他事業者は今後地中化するエリアについて

は自治体等による地中化計画に参画すれば、自前でのケーブ

ル敷設が可能であると考えております。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第４章 線路敷設基盤の開放による設備競争の促進 

３ 地中化エリアへの対応 (２) 集合住宅・電線共同溝に関する引込管への追い張り 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

引込管への追い張りについては、当該引込管の所有者に加え、先行

して光ファイバ等を入線している電気通信事業者等の承諾・了承を得

ることが必要であり、当事者間の合意がなされることが前提となる。 

この点に関し、追い張りを行う場合、保守等の作業に当たり、先行して

入線している電気通信事業者等の既設の光ファイバ等に損傷を与え

るおそれがあることから、当該電気通信事業者等からの了承を得るこ

とが困難であるとの見解が示されている。 

他方、現時点において、どのような技術的条件等を満たせば既設の光

ファイバ等に損傷を与えることなく追い張りが可能となるかという点に

ついて、何らかのルール化が可能な程度に当事者間が共通認識を持

つまでには至っていない状況にあると考えられる。 

このような状況を踏まえると、まずは当事者間の協議を通じ、既設の

光ファイバ等に損傷を与えないための技術的条件等について共通認

識を持つことが必要であり、当面はその状況を注視することが適当で

ある。 

・ 集合住宅等への引込管については、建物所有者や当社の管路

がありますが、当社においては総務省ガイドラインに基づき、当

社管路に空きがあれば貸出しを実施しており、また、貸出し条件

や技術的条件等について定めた「管路等の利用申込み及び契

約条件等について」をホームページで広く公表しているところで

す。 

・ なお、当社管路の技術的条件等について、他事業者から具体

的にご不明な点等をお申し出いただければ、ご説明させていた

だく考えです。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第５章 今後の市場環境の変化等を踏まえた公正競争環境の検証の在り方等 

１ 公正競争環境の検証の在り方 (１) 毎年度の継続的なチェックのための新たな公正競争環境検証の仕組み 

                             (２) ブロードバンド普及促進のための公正競争レビュー制度の創設 
答申案 当社意見 

(１) 毎年度の継続的なチェックのための新たな公正

競争環境検証の仕組み 

ウ 考え方 

「基本方針」に掲げられているとおり、ICT 政策タスク

フォース合同部会の最終とりまとめに盛り込まれた

措置について、制度整備の 3 年後を目途に行う包括

的な検証に資するため、毎年度の継続的なチェック

を行うことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ３年後を目途に行う包括的な検証や今回の答申案に記された公正競争レビュー

制度については、「料金の低廉化や市場シェア等の動向」等について検証を行う

内容とされていますが、「光の道」はＦＴＴＨだけでなく、ＣＡＴＶや無線も含めて実

現されるものであり、市場環境や競争環境の変化も踏まえ、「料金の低廉化や市

場シェア等の動向」の検証にあたっては、これらブロードバンドサービスを実現す

る全てのサービスを対象とすべきであると考えます。 

・ また、「料金の低廉化」の検証にあたっては、光ファイバ接続料等の規制料金や

固定電話・携帯電話のＡＲＰＵ等の電気通信役務の料金のみを対象とせず、利用

者がブロードバンドサービスを介して利用する、コンテンツ・アプリケーション等の

サービスの料金までも対象とし、情報通信市場全体に渡って総合的な見地から

検証すべきであると考えます。 

・ さらに、ＦＴＴＨ、ＣＡＴＶ、無線等のブロードバンドサービスそれぞれの参入・普及

が進んでいる、あるいは、進んでいないといった要因については、競争環境の整

備という視点だけではなく、各事業者の事業戦略や参入意欲の問題まで含め多

角的に分析するとともに、他の先進諸国における利活用促進に向けた取組状況

を参考に、医療・教育・行政等の分野での公的アプリケーションをはじめとして、

利活用促進の観点から必要なアプリケーションが開発・導入されたのか、また、

通信事業者だけでなく、政府、端末メーカ、アプリケーション・コンテンツプロバイ

ダ、ＩＳＰ等がそれぞれどのような役割を果たし利活用促進に貢献したのかといっ

た点について、検証を行うべきであると考えます。 

・ なお、「現在の競争セーフガード制度は、意見公募等の実施により、関係者から

広く意見を集める仕組みとなっている」とありますが、「公正競争レビュー制度」の

創設にあたっては、競争セーフガードにおける、各事業者の根拠に乏しい意見に

よる個別事案の検証結果を基にして一面的な評価・分析を行うのではなく、具体

的な数値や事例に基づき、中立的・客観的に分析・評価・検証を行うことが必要と

考えます。 
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(２) ブロードバンド普及促進のための公正競争レビ

ュー制度の創設 

ウ 考え方 

(ア) ブロードバンド普及促進のための公正競争レビ

ュー制度 

現在運用している競争セーフガード制度は、電気通

信市場における公正競争確保のための措置につい

て、定期的な検証を行うことにより、その実効性を確

保することを通じ、電気通信事業法及び NTT 法の適

切な運用の確保に寄与してきており、毎年度の継続

的なチェックのための新たな公正競争環境検証の仕

組みにおいても、現在の検証項目については、引き

続き検証の対象とすべきである。 

ただし、「基本方針」においては、検証の観点として、

NTT 東西における規制の遵守状況のみならず、料

金の低廉化や市場シェア等の動向、「光の道」構想

に関する取組状況等を掲げていることを踏まえ、新た

な公正競争環境検証の枠組みは、現在の競争セー

フガード制度に代えて、「ブロードバンド普及促進の

ための公正競争レビュー制度」（以下「公正競争レビ

ュー制度」という。）として創設することが望ましい。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第５章 今後の市場環境の変化等を踏まえた公正競争環境の検証の在り方等 

１ 公正競争環境の検証の在り方 (３) 競争評価の在り方 
答申案 当社意見 

ウ 考え方 

競争評価が電気通信事業者の各種データ等を用い市場集中度や市

場支配力の有無等を定量的・定性的に分析するものであるのに対し、

競争セーフガード制度が電気通信事業者等からの意見を踏まえて対

応するという手法の違いはあるものの、これまでも競争評価の結果と

競争セーフガード制度の検証結果については、可能な限り相互に活

用してきたところである。 

公正競争レビュー制度の運用に当たっても、データに基づく客観性を

担保する必要があることや、「基本方針」において、市場シェア等の動

向の観点から検証を行うこととされていることから、競争評価の取組を

一層活用することが求められる。 

具体的には、公正競争レビュー制度における「基盤整備率」と「基盤利

用率」の定点観測に当たり、競争評価の分析結果を活用することによ

り、FTTH のみならず、CATV や無線によるブロードバンドを加えるこ

と等の指標の精緻化を図ることが考えられる。 

・ 「競争評価が電気通信事業者の各種データ等を用い市場集中

度や市場支配力の有無等を定量的・定性的に分析するもの」と

ありますが、ブロードバンド普及促進に向けた取り組み状況の

検証にあたっては、それぞれ参入・普及が進んでいる、あるいは

進んでいない要因について、競争環境の整備という視点だけで

なく、各事業者の事業戦略や参入意欲の問題まで含め多角的

に分析する必要があると考えます。 

・ その際、事業者は必ずしも都道府県という単位で市場に参入す

るとは限らないことから、競争実態を正確に把握するためには、

都道府県別の分析・評価を行うだけではなく、市町村等、各事業

者の参入エリアに合わせて市場をより細分化して把握・分析す

ることが必要であると考えます。そのうえで、事業者が参入して

いるエリアだけでなく、参入が進んでいないエリアについても、な

ぜ参入が進まないのか、その要因を分析すべきであると考えま

す。 
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第２編 ブロードバンド普及促進のための競争政策の在り方について 

第５章 今後の市場環境の変化等を踏まえた公正競争環境の検証の在り方等 

２ 今後の市場環境の変化等を踏まえた競争ルールの枠組み 
答申案 当社意見 

（３） 考え方 

NTT グループについては、指定電気通信設備制度や累次の公正競

争要件等の適切な運用に加え、2011 年 5 月の電気通信事業法の改

正による NTT 東西の機能分離等の導入や、当審議会における「ブロ

ードバンド普及促進のための競争政策の在り方」の検討を踏まえた競

争政策の見直しを進めていくことにより、引き続き公正競争環境を担

保していくことが重要である。 

ただし、「基本方針」において掲げている包括的な検証の結果、仮に既

存の市場構造や考え方を前提とした競争ルールに制度的課題が生じ

ていると認められるような場合には、公正競争レビュー制度により得ら

れた知見等を活用しつつ、NTT の在り方のほか、指定電気通信設備

制度及び NTT に係る累次の公正競争要件を中心として構成されてい

る競争ルール全体の枠組みの見直しについても検討することが適当

である。 

その際には、固定・移動の融合やコアネットワークの IP 化、ネットワー

クレイヤー等における新たな競争関係の出現といった水平的な市場

動向、プラットフォーム・コンテンツ等を含む電気通信事業を取り巻くレ

イヤー間の関係や同一企業グループに属する事業者間連携といった

垂直的な市場動向の変化に留意することが考えられる。 

・ ドコモ分社時やＮＴＴ再編成（地域・長距離分離）時のＮＴＴグル

ープに係る累次の公正競争要件は、当時の競争事業者の事業

形態との同等性を確保するために課せられたものですが、現在

では、事業者の合従連衡が進展し、現にＮＴＴグループ以外の

他社は、固定・移動事業を一体として提供し、料金面でも固定・

移動間の無料通話を提供するなど、一体経営のメリットをフルに

活かした経営を行っています。その一方で、ＮＴＴグループは本

規制等により経営の自由度に大きな制約を受けており、お客様

の利便性の向上に対する要請に機動的かつ柔軟に対応でき

ず、結果としてＮＴＴグループ各社のお客様の利便性が大きく損

なわれている状況にあります。 

・ このように競争環境は大きく変化しており、累次の公正競争要

件は、時代にそぐわない枠組みとなっているだけでなく、上位レ

イヤ等も含めた市場全体が大きく拡大していることから、撤廃を

含めた見直しを行う必要があると考えます。 

・ また、ＮＴＴ東西会社の県等域に閉じた事業領域規制は、電話

時代の公正競争を確保するための規制であり、これも時代にそ

ぐわない枠組みとなっております。再編成時の整理を見直し、事

業領域規制は撤廃すべきと考えます。 

 




